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図１－２　中野古図
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図１－１　長谷古図
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は
じ
め
に

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
二　

近
畿
一
（
山
城
）』（
一
九
九
二

年
）
に
収
録
さ
れ
た
京
都
市
栂
尾
高
山
寺
所
蔵
の
二
つ
の
中
世
絵
図
は
、「
山
城
国
神
尾

一
切
経
蔵
領
長
谷
古
図
」、「
山
城
国
神
尾
一
切
経
蔵
領
中
野
古
図
」
と
題
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
二
つ
の
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
「
神
尾
山
」
は
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
宮
前
町
宮

川
の
神
尾
山
金
輪
寺
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
同
書
『
釈
文
編
三　

中
世
二
』（
二
〇
二
一

年
三
月
）
で
は
「
丹
波
国
野
口
荘
神
尾
一
切
経
蔵
領
長
谷
古
図
」（
以
下
「
長
谷
古
図
」

と
「
丹
波
国
野
口
荘
神
尾
一
切
経
蔵
領
中
野
古
図
」（
以
下
「
中
野
古
図
」）
と
改
め
た

（
図
１－

１
／
図
１－

２
）。

　

二
つ
の
絵
図
が
金
輪
寺
領
を
描
い
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
付
近
が
長
講
堂
領
野の

の
く
ち口

庄
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
奥
田
勲
氏
「
神
尾
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題（

１
）」

や
『
新
修
亀
岡

市
史　

本
文
編
一（

２
）』

に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
奥
田
論
文
は
、
二
つ
の
絵
図
が
地

図
上
の
ど
の
範
囲
を
描
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
案
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
案
に

は
修
正
の
必
要
な
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
中
世
の
諸
史
料
を
め
く
れ
ば
野
口
庄
に
関
す
る
所
見
は
少
な
く
な
い
が
、
ほ
と
ん

ど
は
断
片
的
な
記
述
で
あ
る
う
え
に
、
同
庄
の
内
部
構
造
や
領
有
関
係
は
き
わ
め
て
複
雑

で
、
諸
史
料
を
整
合
的
に
理
解
で
き
る
説
明
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
野
口
庄
の
内
部
構
造
・
伝
領
の
概
要
と
と
も
に
、
二
つ
の
絵
図
の
描
く
範
囲

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

最
初
に
二
つ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
い
ず
れ
の
絵
図
も
紙
背
に
次
の
よ

う
な
記
載
を
も
っ
て
い
る
（「
中
野
古
図
」
の
裏
書
は
一
部
虫
損
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
花
押
は

史
料
紹
介
と
研
究

榎 

原　

雅 

治

高
山
寺
所
蔵
の
二
つ
の「
神
尾
山一切
経
蔵
領
古
図
」と

丹
波
国
野
口
庄
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二
つ
の
絵
図
で
同
じ
で
あ
る
。

　
　

正
嘉
弐
年
四〔
月
脱
〕日　

案
主
右
衛
門
尉
中
原
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
司
沙　

弥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

預
所　

沙　

弥
（
花
押
）　

　

こ
こ
に
署
判
し
た
人
々
が
だ
れ
か
で
あ
る
に
つ
い
て
は
最
後
に
検
討
す
る
が
、
こ
の
記

載
に
よ
っ
て
二
つ
の
絵
図
が
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
二
つ
の
絵
図
の
表
に
は
、「
遺
教
臺
」
の
重
郭
方
形
朱
印
と
「
高
山
寺
」
の
単

郭
方
形
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、「
遺
教
臺
」
と
は
高
山
寺
明
恵
の
高
弟
高
信
（
一
一

九
三
〜
一
二
六
四
）
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
天
台
教
学
の
拠
点
で
、
神
尾
山
金
輪
寺
の
起
源

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
納
冨
常
天
「
高
山
寺
教
学
の
展
開（

３
）」

に
よ
れ
ば
、
嘉
禎
二
年
（
一

二
三
六
）
を
初
見
と
し
て
、
多
く
の
聖
教
の
奥
書
に
見
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
二
つ
の
絵
図
は
、
当
初
は
神
尾
山
で
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
絵
図
は
描
画
、
文
字
記
載
と
も
に
簡
素
な
が
ら
、
野
口
庄
の
空
間
構
造
を
知
る
た

め
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
諸
史
料
に
見
え
る
野
口
庄
に

関
す
る
記
述
を
整
理
し
、
つ
い
で
絵
図
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

一　

野
口
庄
の
内
部
構
成
と
伝
領

　

野
口
庄
（
牧
）
の
名
前
は
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
一
〇
月
一
九
日

条
に
「
常
陸
守
維
時
貢
馬
廿
疋
、
女
馬
廿
疋
同
歟
、
女
施
野
口
」
と
見
え
る
の
が
初
見

で
、
一
一
世
紀
初
め
に
は
摂
関
家
の
牧
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
一

二
世
紀
前
半
、
藤
原
忠
実
期
の
摂
関
家
の
行
事
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
執
政
所
抄（
４
）』

に
、

正
月
の
賀
茂
詣
の
た
め
の
人
夫
と
、
四
月
の
吉
田
祭
に
捧
げ
る
柏
を
負
担
す
る
所
領
と
し

て
「
野
口
牧
」
が
見
え
る
。
ま
た
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
一
二
月
日
野
口
牧
下
司
住
人

等
解（

５
）（

以
下
「
長
寛
二
年
解
」
と
略
す
）
に
は
、
野
口
牧
と
近
隣
の
六
条
修
理
大
夫
（
藤

原
顕
季
、
一
一
二
三
年
没
）
領
と
の
間
で
所
属
地
を
め
ぐ
っ
て
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
、
係
争
地
と
し
て
小
川
郷
・
佐
伯
郷
・
模
作
郷
内
の
里
に
属
す
る
地
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
の
郷
名
も
『
和
名
類
聚
抄
』
の
丹
後
国
桑
田
郡
の
項
に
見
え
（
模
作
は

『
和
名
抄
』
で
は
「
横
作
」
と
す
る
。
古
写
本
で
は
脱
落
）、
う
ち
小
川
と
佐
伯
は
大
堰
川

西
岸
の
平
野
部
に
現
在
も
地
名
が
残
っ
て
い
る（

６
）。

模
作
の
遺
称
地
は
不
明
だ
が
、
小
川
・

佐
伯
と
同
じ
く
条
里
の
坪
付
表
示
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
様
に
大
堰
川
沿
い
の
平
野

部
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
で
は
、
野
口
牧
の
東
方
の
牓
示
内
に
は
以
前
か
ら
「
殿
下
御
領
御

栗
栖
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
野
口
牧
が
大
堰
川
西
岸
に
向
か
っ
て

拡
張
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、
一
一
〜
一
二
世
紀
に
は
野
口
牧
が
摂
関
家
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る

が
、
一
二
世
紀
末
に
な
る
と
新
た
な
状
況
が
見
え
て
く
る
。
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
十

月
日
北
条
時
房
書
下
（
関
戸
守
彦
氏
所
蔵
文
書
）
に
「
後
白
河
院
法
華
堂
領
丹
波
国
野
口

庄
内
小〔

川
カ
〕

山
村
」、
嘉
禎
四
年
六
月
の
関
東
下
知
状
（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
文
書
）
に
「
宣
陽

門
院
御
料
野
口
庄
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
一
〇
月
の
長
講
堂
領

目
録（

７
）（

島
田
文
書
）
に
は
、
正
月
の
元
三
料
と
し
て
御
簾
六
間
・
砂
十
両
ほ
か
を
負
担
す

る
荘
園
と
し
て
野
口
庄
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
政
期
に
野
口
牧
は
長
講
堂
（
後

白
河
院
法
華
堂
）
に
寄
進
さ
れ
て
長
講
堂
領
野
口
庄
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
の
ち
の
野
口
庄
の
権
利
関
係
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
野
口

庄
は
小
河
方
・
佐
伯
方
・
上
村
方
・
本
免
方
な
ど
五
つ
の
方
か
ら
な
っ
て
お
り
、
長
講
堂

領
と
い
う
大
枠
は
維
持
さ
れ
る
も
の
の
、
本
家
の
下
で
の
知
行
者
の
権
利
関
係
や
伝
領
過

程
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
以
下
で
は
、
各
方
別
に
そ
の
様
子
を
検
討
し
た
い
。

１　

小
河
方

　

周
知
の
よ
う
に
、
長
講
堂
領
は
後
白
河
上
皇
か
ら
皇
女
の
宣
陽
門
院
（
覲
子
内
親
王
）

に
譲
ら
れ
た
の
ち
、
持
明
院
統
の
代
々
の
当
主
を
経
て
崇
光
天
皇
に
伝
わ
る
。
応
安
四

年
（
一
三
七
一
）
七
月
、
祇
園
社
が
「
丹
波
野
口
小
川
祇
園
御
灯
田
」
に
つ
い
て
「
伏
見

殿
」（
崇
光
上
皇
）
に
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
る（
８
）（

祇
園
社
記
録
）
の
は
、
当
時
、
崇
光

上
皇
が
野
口
庄
を
含
む
長
講
堂
領
の
管
領
者
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
崇
光
の
没
後
は
後

小
松
天
皇
に
没
収
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
あ
た
る
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
九
年
（
一
四

二
二
）
九
月
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

 
 

抑（
庭
田
）

重
有
朝
臣
知
行
丹
波
国
小
河
之
内
三
名
方
、
自
去
比
隆四

条
中
将夏

朝
臣
相
論
、
経
沙
汰
之

処
、
遂
隆
夏
朝
臣
ニ
被
付
了
、
雖
為
最
小
所
当
知
行
之
地
飛
行
、
不
便
事
也
、
小
河
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野
口
五

方
之
内
重
有
朝
臣
相
伝
地
也
、
而
近
来
隆
夏
朝
臣
知
行
之
間
、
連
々
公
方
歎
申
訴
訟
之

処
、
結
句
別
納
三
名
一
具
ニ
敵
方
へ
被
付
了
、
無
理
之
御
沙
汰
、
無
是
非
者
也
、
不

便
々
々
、

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
丹
波
国
小
河
之
内
三
名
方
」
を
め
ぐ
っ
て
庭
田
重
有
と
四
条
（
油

小
路
）
隆
夏
が
争
い
、
幕
府
の
裁
定
に
よ
っ
て
隆
夏
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
伏
見
宮
貞
成

は
、「
小
河
野
口
五

方
之
内
」
は
重
有
の
相
伝
の
地
で
あ
る
が
、
近
年
は
隆
夏
が
知
行
し
て
い
る
と

し
て
い
る
。
庭
田
家
は
崇
光
系
の
外
戚
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
縁
故
で
野
口
庄
小
河
方
の
知

行
権
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
ろ
は
長
講
堂
領
が
後
小
松
上
皇
に
没
収
さ
れ

て
い
た
関
係
で
知
行
者
が
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
も
小
河
方
の
う
ち
三
名
分

に
つ
い
て
は
、
重
有
の
別
納
地
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
が
、
小
河
方
の
知
行
権
の
返
還
を

求
め
て
重
有
が
幕
府
に
訴
え
た
結
果
、
当
知
行
の
三
名
ま
で
も
が
四
条
家
に
引
き
渡
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
事
の
顛
末
で
あ
ろ
う
。
貞
成
は
「
無
理
之
御
沙
汰
」
と
嘆
い
て

い
る
が
、
長
講
堂
領
の
管
領
権
を
失
っ
て
い
た
た
め
、
相
論
に
は
関
与
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
後
小
松
は
二
人
の
男
子
に
先
立
た
れ
、
子
孫
が
絶
え
た
た
め
、
遺
勅
に
よ
っ

て
崇
光
系
の
後
花
園
天
皇
に
長
講
堂
領
を
譲
る（

９
）。

そ
の
後
も
、
四
条
家
の
知
行
は
続
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）、
幕
府
の
裁
定
に
よ
っ
て
四
条
隆
継
（
隆
夏

の
子
）
の
跡
が
庭
田
重
賢
（
重
有
の
子
）
に
返
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後
花
園
法
皇
の

院
宣
で
命
じ
ら
れ
て
い
る）

10
（

。
重
賢
の
女
朝
子
は
後
土
御
門
天
皇
の
典
侍
と
な
り
、
す
で
に

皇
嗣
（
の
ち
の
後
柏
原
天
皇
）
を
生
ん
で
い
た
た
め
、
天
皇
の
外
戚
と
し
て
旧
領
の
回
復

が
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

小
河
方
で
は
知
行
者
と
は
別
に
下
司
職
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
正
和
元
年
（
一

三
一
二
）
九
月
一
五
日
伏
見
上
皇
院
宣
（
曇
花
院
殿
古
文
書
）
で
、
同
職
が
旧
院
（
後
深

草
）
の
追
善
念
仏
供
料
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
応
永
二
三
年
六
月
一
五
日
の
足
利
義

持
御
判
御
教
書
（
小
林
文
書
）
で
、「
大
慈
光
院
領
丹
波
国
野
口
庄
内
小
河
方
下
司
職
并

佐
伯
方
」
に
対
す
る
国
役
・
段
銭
以
下
の
臨
時
課
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
一
〇
月
一
一
日
の
大
慈
光
院
領
目
録
（
竜
安
寺
文
書
）
に
「
丹

波
国
野
口
庄
内
小
河
方
下
司
職
并
佐
伯
方
加

（
マ
マ
）安
友
名

霊
日
田　
行
貞
名　

歓
喜
寺
田
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
。
大
慈
光
院
と
は
、
北
山
に
あ
っ
た
岡
殿
と
通
称
さ
れ
る
浄
土
系
の
尼
寺
で
、
貞
成

の
兄
治
仁
の
女
真
栄
、
貞
成
の
女
ち
よ
ち
よ
、
後
土
御
門
天
皇
の
女
一
宮
ら
が
入
室
し
て

い
た
。
貞
成
の
親
族
の
女
性
た
ち
が
下
司
職
を
得
て
、
生
活
の
資
と
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
応
仁
の
乱
後
、
大
慈
光
院
主
の
後
土
御
門
女
一
宮
は
、
一
時
丹
波
に
在

住
し
て
い
る）

11
（

が
、
こ
れ
は
野
口
庄
内
の
所
領
に
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大

慈
光
院
が
現
地
支
配
の
た
め
に
代
官
職
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
三
年

（
一
四
四
三
）
一
一
月
九
日
条
に
「
岡
殿
寺
領
丹
州
佐
伯
・
小
河
両
所
代
官
職
事
、
常
光

院
ニ
仰
付
、
重
賢
朝
臣

奉
書
遣
之
」
と
あ
る
こ
と
や
、
明
応
五
年
六
月
一
四
日
の
松
雲
軒
正
栄
丹
波
国

佐
伯
南
庄
并
小
河
方
下
司
職
代
官
職
請
文
（
曇
花
院
殿
古
文
書
）
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

な
お
、
小
河
方
に
は
崇
光
系
と
は
直
接
的
な
関
係
の
な
い
寺
院
が
権
利
を
も
つ
土
地
も

あ
っ
た
。
先
の
祇
園
田
も
そ
う
で
あ
る
が
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
一
一
月
三
日
の
太

政
官
牒
（
鹿
王
院
文
書
）
に
よ
れ
ば
、
鹿
王
院
領
の
一
つ
と
し
て
、
野
口
庄
内
小
川
方
行

元
・
武
里
両
名
の
役
夫
工
米
が
免
除
さ
れ
、
ま
た
年
不
詳
の
「
鹿
王
院
文
書
」
中
の
下
地

注
文
に
は
、
野
口
御
庄
小
河
方
内
則
真
名
の
下
地
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
何
ら
か
の
経
緯
に
よ
っ
て
鹿
王
院
が
小
河
方
内
の
名
主
職
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

鹿
王
院
が
朝
廷
か
ら
直
接
役
夫
工
米
を
免
除
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
別
納
地
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
応
永
一
八
年
五
月
二
日
大
報
恩
寺
領
目
録
案）
12
（

に
よ
れ

ば
、
小
河
方
の
中
に
は
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦
堂
）
に
年
貢
の
納
め
ら
れ
る
「
吉
祥
免
田

一
町
」
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

２　

佐
伯
方
（
佐
伯
庄
）

　

野
口
庄
内
に
「
佐
伯
方
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
の
応
永
二
三
年
六
月
一
五
日
の
足

利
義
持
御
判
御
教
書
（
小
林
文
書
）
で
判
明
す
る
が
、「
佐
伯
庄
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
場

合
も
多
い
。

　

応
永
一
〇
年
七
月
五
日
の
丹
波
守
護
細
川
満
元
遵
行
状
（
保
阪
潤
治
氏
所
蔵
文
書
）
に

よ
れ
ば
、
同
月
四
日
、
幕
府
は
「
野
口
庄
内
佐
伯
庄
下
司
職
」
を
長
照
院
殿
代
官
に
渡
付

す
る
決
定
を
出
し
て
い
る
。
長
照
院
殿
と
は
浄
土
系
の
尼
寺
で
、
当
時
の
院
主
は
光
明
天

皇
皇
女
だ
っ
た
。
こ
の
院
主
は
応
永
二
九
年
二
月
に
没
し
、
栄
寿
院
主
だ
っ
た
崇
光
皇
女
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が
相
続
し
て
い
る）

13
（

。
し
か
し
翌
年
二
月
に
は
、
こ
の
崇
光
皇
女
は
入
江
殿
（
三
時
知
恩

寺
）
を
継
承
す
る）

14
（

。
永
享
初
年
、
足
利
義
教
は
入
江
殿
執
事
西
雲
庵
妙
喜
宛
の
書
状
で
、

光
明
天
皇
の
菩
提
料
所
と
し
て
「
佐
伯
庄
下
司
し
き
」
を
安
堵
し
て
い
る
（
青
山
文
書
）

が
、
こ
の
と
き
の
入
江
殿
院
主
は
元
栄
寿
院
・
長
照
院
主
だ
っ
た
崇
光
皇
女
、
そ
の
継
承

予
定
者
は
貞
成
の
長
女
性
恵
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
佐
伯
方
下
司
職
は
特
定
の
尼
寺
で
は

な
く
、
北
朝
・
崇
光
系
の
女
性
た
ち
に
属
人
的
に
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
応
永
二
三
年
の
足
利
義
持
御
判
御
教
書
で
は
、
小
河
方
下
司

職
と
と
も
に
佐
伯
方
が
大
慈
光
院
領
と
さ
れ
、
明
応
七
年
の
大
慈
光
院
領
目
録
で
も
佐
伯

方
内
の
安
友
名
・
行
貞
名
な
ど
が
大
慈
光
院
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）
15
（

。
ま
た

『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
三
年
一
二
月
一
三
日
条
に
「
岡
殿
御
領
佐
伯
事
」、『
守
光
公
記
』
永

正
一
四
年
（
一
五
一
七
）
一
〇
月
一
一
日
条
に
「
お
か
殿
の
御
寺
り
や
う
た
ん
は
の
さ
い

き
み
な
み
の
庄
」
と
あ
り
、
佐
伯
が
大
慈
光
院
領
と
し
て
長
く
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
に
見
え
る
大
慈
光
院
の
権
利
は
下
司
職
で
は
な
く
、
明
応
七
年
の
大
慈
光

院
領
目
録
に
記
さ
れ
た
佐
伯
方
内
の
安
友
名
な
ど
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

別
納
地
と
し
て
長
照
院
・
入
江
殿
の
権
利
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部

分
は
佐
伯
南
庄
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
三
月
日
の
最
勝
光
院
荘
園
目
録
（
東
寺
百
合
文
書
ゆ

函
一
）
に
は
「
佐
伯
庄　

領
家
松
橋
僧
正
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
佐
伯
庄
と
野
口

庄
佐
伯
方
と
の
関
係
は
難
解
で
あ
る
。
高
橋
一
樹
氏
は
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
二
月

日
の
建
礼
門
院
庁
下
文
（
田
中
忠
三
郎
氏
所
蔵
文
書
）
で
佐
伯
郷
内
時
武
名
が
高
倉
院
法

華
堂
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
が
高
倉
院
を
本
願
と
す
る
最
勝
光
院
の

所
領
と
し
て
の
佐
伯
庄
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る）

16
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
最

勝
光
院
領
佐
伯
庄
と
野
口
庄
佐
伯
方
は
別
の
荘
園
と
い
う
理
解
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
、
立
荘
の
時
点
で
は
佐
伯
庄
は
野
口
庄
と
は
別
の
荘
園
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
最
勝
光
院
は
鎌
倉
中
期
に
は
全
く
衰
退
し
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
寺
院
ご

と
東
寺
に
寄
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
形
骸
化
し
て
い
た
最
勝
光
院
領
荘
園
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
佐
伯
庄
も
正
中
二
年
の
目
録
で
は
わ
ず
か
な
年
貢
銭
を
上
納
す
る
だ
け
の
荘
園
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
東
寺
の
関
係
史
料
に
一
切
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

佐
伯
庄
は
南
北
朝
期
ご
ろ
に
は
最
勝
光
院
領
と
し
て
の
実
態
を
失
い
、
隣
接
し
、
同
じ
く

御
願
寺
領
で
あ
る
野
口
庄
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。「
野
口
庄
内
佐
伯
庄
」「
野
口
庄
内
佐
伯
方
」
と
い
う
呼
称
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
勝
光
院
領
目
録
に
は
領
家
と
し
て
松
橋
僧
正
が
見
え
る
。
松
橋
と
は
醍
醐
寺
の
院
家

無
量
寿
院
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
一
〇
月
一
三
日
の
足
利
義
政

御
判
御
教
書
（
関
戸
守
彦
氏
所
蔵
文
書
）
で
も
、
佐
伯
庄
領
家
職
が
当
知
行
と
し
て
松
橋

僧
正
（
賢
誉
）
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
無
量
寿
院
が
一
貫
し
て
佐
伯
方
の
領
家
職
を

保
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
庄
内
に
は
隼
人
司
領
が
含
ま
れ
て
お
り
、
隼
人
正
を

勤
め
た
中
原
家
が
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
『
康
富
記
』
応
永
二
七
年
八
月
三
〇
日
条
な
ど

か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
と
は
さ
ら
に
別
に
、「
醍
醐
寺
文
書
」
に
は
「
佐
伯
庄
地
頭
職
」
の
所
見
が
多
い
。

佐
伯
庄
地
頭
方
と
醍
醐
寺
の
関
係
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
二
月
一
日
に
足
利
尊
氏

が
篠
村
八
幡
宮
に
佐
伯
庄
地
頭
職
を
寄
進
し
た
こ
と
に
始
ま
る）

17
（

。
尊
氏
は
こ
れ
以
前
に
佐

伯
庄
地
頭
職
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
三
月
一
五
日
、
尊

氏
の
信
頼
篤
い
醍
醐
寺
三
宝
院
賢
俊
が
篠
村
八
幡
宮
別
当
職
に
補
任
さ
れ
る
と
、
同
年
六

月
二
一
日
、
足
利
直
義
は
佐
伯
庄
を
篠
村
八
幡
宮
造
宮
料
所
と
し
て
賢
俊
に
安
堵
し
て
い

る
。
以
後
、
佐
伯
庄
地
頭
方
は
同
宮
の
料
所
と
し
て
醍
醐
寺
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
史
料
の
上
で
は
一
貫
し
て
「
佐
伯
庄
地
頭
方
」
と
し
て
見
え
、
野
口
庄
を
冠
す
る
こ

と
は
な
い
。「
地
頭
方
」
と
い
う
呼
称
か
ら
し
て
、
下
地
中
分
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
領
家
方
が
野
口
庄
に
吸
収
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

３　

上
村
方
（
上
村
庄
）

　

宣
陽
門
院
は
衰
退
し
て
い
た
東
寺
の
復
興
を
企
図
し
て
西
院
を
再
建
し
、
空
海
の
御
影

に
生
前
と
同
じ
よ
う
に
日
々
の
食
事
を
備
え
る
大
師
生
身
供
を
始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
用

途
と
し
て
野
口
庄
の
年
貢
の
う
ち
の
一
部
を
充
て
た
。
宣
陽
門
院
の
没
後
、
野
口
庄
か
ら

の
用
途
備
進
は
途
絶
え
、
大
師
生
身
供
は
財
源
に
窮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
文
永
一
〇
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年
（
一
二
七
三
）
に
至
り
、
東
寺
の
訴
え
を
受
け
た
亀
山
上
皇
の
院
宣
に
よ
っ
て
野
口
庄

の
役
と
し
て
生
身
供
料
を
東
寺
に
備
進
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た）
18
（

。
こ
の
と
き
は
野
口
庄

の
う
ち
の
ど
の
方
が
こ
の
役
を
務
め
る
か
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
南
北
朝
初
期
に
は

「
当
（
野
口
）
庄
内
上
村
役
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

19
（

。
な
お
、
こ
れ
は
上
村
が
東
寺
に

寄
進
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
上
村
は
年
貢
の
一
部
を
東
寺
に
送
進
す
る
だ
け
の
関

係
で
あ
り
、
こ
れ
は
荘
園
の
領
有
体
系
と
は
別
の
話
で
あ
る
。
上
村
は
あ
く
ま
で
も
長
講

堂
領
野
口
庄
の
一
部
で
あ
る
。

　

応
永
五
年
、
崇
光
が
没
し
、
長
講
堂
領
が
後
小
松
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
る
と
、
宣
陽
門

院
の
本
願
が
忘
れ
ら
れ
て
野
口
庄
か
ら
の
供
料
送
進
が
停
止
さ
れ
、
生
身
供
料
が
滞
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た）

20
（

。
し
か
し
東
寺
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
同
七
年
に
は
幕
府
は
野
口
庄
に
大
師

生
身
供
料
を
送
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る）
21
（

。

　

上
村
方
で
も
知
行
者
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
四
月
東
寺
申
状

案
（
東
寺
百
合
文
書
な
函
一
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
康
永
二
年
の
東
寺
生
身
供
料
を
送
進
し

た
の
は
「
給
主
」
大
理
卿
（
四
条
隆
蔭
）
の
雑
掌
だ
っ
た
。
こ
の
役
は
康
永
四
年
の
時
点

で
は
木
工
頭
橘
知
任
に
交
替
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
知
任
は
供
料
を
滞
納
し
た
た

め
、
東
寺
よ
り
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
い
で
至
徳
二
年
正
月
二
九
日
の
崇
光
上
皇
女
房
奉
書
と
明
顕
書
状
の
写
（
東
寺
百
合

文
書
フ
函
五
八
）
の
末
尾
に
は
、
野
口
上
村
は
至
徳
元
年
ま
で
は
「
四
条
宰
相
」
が
沙
汰

し
て
い
た
が
、
前
年
冬
か
ら
は
崇
光
上
皇
の
指
示
で
春
屋
妙
葩
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（
鹿
王
院
文
書
に
至
徳
二
年
正
月
一
七
日
の
春
屋
請
文
が
あ

る
）。
至
徳
元
年
の
参
議
に
藤
原
氏
四
条
流
の
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
前
参
議
と
し

て
は
隆
郷
、
顕
保
、
隆
仲
が
い
る
。
こ
の
う
ち
隆
郷
は
大
宮
、
隆
仲
は
北
畠
の
称
号
で
呼

ば
れ
て
い
る
の
で
、「
四
条
宰
相
」
の
呼
称
が
当
て
は
ま
る
の
は
隆
蔭
の
子
の
顕
保
（
小

河
方
の
知
行
者
隆
夏
の
実
父
）
の
み
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
橘
知
任
の
短
期
間
の
在
職
の

の
ち
、
上
村
方
の
知
行
権
（
給
主
）
は
再
び
四
条
家
に
戻
さ
れ
て
い
た
が
、
至
徳
二
年
に

春
屋
に
改
替
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
春
屋
の
あ
と
の
知
行
者
は
不
明
で
あ
る
。

　

知
行
者
の
下
に
は
預
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
四
月
七
日
、「
醍

醐
寺
文
書
」
中
の
袖
判
下
文）
22
（

に
よ
っ
て
、
野
口
庄
内
上
村
方
の
預
所
職
に
幸
福
丸
が
補
任

さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
伝
来
か
ら
幸
福
丸
は
醍
醐
寺
座
主
に
仕
え
る
稚
児
と
思
わ
れ
る
。

　

野
口
庄
の
う
ち
で
も
上
村
方
は
最
も
遅
く
ま
で
年
貢
進
上
記
事
が
確
認
で
き
る
。『
親

長
卿
記
』『
山
科
家
礼
記
』『
実
隆
公
記
』『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
な
ど
に
、「
禁
裏
御
料

所
」
と
し
て
「
か
み
む
ら
」「
上
村
」
な
ど
の
名
が
見
え
て
い
る
。『
実
隆
公
記
』
永
正
五

年
一
〇
月
・
一
一
月
記
紙
背
の
庭
田
源
子
（
後
柏
原
天
皇
典
侍
）
消
息
に
よ
れ
ば
、
上
村

か
ら
納
め
ら
れ
る
べ
き
本
来
の
年
貢
は
三
万
五
千
疋
（
三
五
〇
貫
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
こ
ろ
に
は
丹
波
守
護
細
川
氏
の
被
官
香
西
元
盛
の
代
官
請
と
な
り
、
滞
納
が
続
い
て
い

た
が
、
そ
れ
で
も
二
五
〇
貫
が
三
年
に
分
け
て
納
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
進
納

額
は
さ
ら
に
減
少
す
る
が
、
銭
、
炭
な
ど
の
進
納
は
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
ま
で
確
認

で
き
る）

23
（

。

　

上
村
方
の
内
部
に
は
別
納
地
も
含
ま
れ
て
い
た
。『
看
聞
日
記
』
永
享
八
年
（
一
四
三

六
）
二
月
二
五
日
条
に
は
、
野
口
上
村
別
納
の
草
野
・
土
野
谷
両
村
は
崇
光
院
の
時
代
以

来
、
伏
見
宮
近
臣
の
田
向
家
が
御
恩
と
し
て
拝
領
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
借
物
の
質
と
し

て
相
国
寺
梅
監
主
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

24
（

。
ま
た
観
応
二
年
（
一
三
五

一
）
正
月
一
四
日
に
勧
修
寺
経
顕
か
ら
経
方
に
譲
ら
れ
た
野
口
庄
内
神
前
村
も
、
お
そ
ら

く
上
村
内
の
別
納
地
と
思
わ
れ
る）

25
（

。
こ
れ
ら
は
、
四
条
家
や
春
屋
の
知
行
権
の
及
ば
な
い

村
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
上
村
の
地
名
は
現
在
残
ら
な
い
が
、『
京
都
府
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
一

年
）
に
よ
れ
ば
、
近
世
に
は
現
在
の
亀
岡
市
中
野
、
平
松
、
井
出
の
三
地
区
が
「
上
村
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
但
し
、
千
ヶ
畑
が
上
村
の
内
と
さ
れ
て
い
る）

26
（

の
で
、
中
世

の
上
村
方
は
こ
の
三
地
区
よ
り
か
な
り
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

４　

本
免
方

　

現
在
、
本
免
と
い
う
場
所
は
な
い
が
、
ど
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
は
京
都
府
南
丹
市
園

部
町
若
森
の
普
済
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
一
一
月
二
日
の
鰐
口
銘

に
、「
丹
波
国
船
井
郡
野
口
庄
本
免
方
藪
田
宮
鰐
口
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

藪
田
神
社
は
同
町
南
大
谷
に
現
存
す
る
。
本
免
方
の
遺
称
地
は
亀
岡
市
東
本ほ

ん

梅め

町
、
西
本

梅
町
と
考
え
ら
れ
る
（
亀
岡
市
本
梅
町
は
一
八
八
九
年
の
市
町
村
制
施
行
時
に
で
き
た
新
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地
名
で
、
近
代
以
前
に
遡
る
地
名
で
は
な
い
）。
本
梅
川
に
沿
っ
た
本
梅
盆
地
あ
た
り
に

野
口
庄
本
免
方
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
本
免
方
の
案
主
職
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鎌
倉
末
期
に
相
論
が
あ
っ
た
。
関
係
史
料
は

以
下
の
三
通
で
あ
り）
27
（

、
本
免
方
の
支
配
関
係
を
知
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
。

ａ　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）　

　
　

  

源
氏
女
与
円
慶
子
息
等
相
論
丹
波
国
野
口
庄
内
本
免
方
案
主
職
事
、
訴
陳
之
趣
雖
似

多
子
細
、
所
詮
円
慶
息
女
等
所
備
進
之
具
書
、
正
文
加
一
見
可
申
儀
理
之
旨
、
源
氏

女
就
捧
書
状
、
可
出
対
彼
正
文
由
、
自
去
後
九
月
比
度
々
雖
被
仰
之
、
送
数
月
之

条
、
難
渋
之
至
極
也
、
然
者
当
職
内
、
於
虎
石
・
弥
陀
石
女
等
分
名
田
畠
山
野
等

者
、
依
備
進
文
書
等
之
由
緒
、
源
氏
女
令
進
退
領
掌
、
至
有
限
之
御
年
貢
以
下
恒
例

臨
時
課
役
者
、
任
先
例
無
懈
怠
可
令
勤
仕
者
也
、
於
良
慶
分
者
、
追
可
有
尋
沙
汰
之

旨
、
播
磨
前
司
殿
仰
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

嘉
暦
二
年
十
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　

法
眼
祐
栄

　
　
　

謹
上　

肥
前
入
道
殿 

（
傍
線
筆
者
）

ｂ　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

下　

丹
波
国
野
口
庄
内
本
免
方

　
　
　

定
補　

案
主
職
事

　
　
　
　
　
　
　

平
政
宗

　
　

  

右
人
、
捧
仁
平
以
来
数
通
証
文
所
申
之
趣
、
旁
協
理
致
歟
、
虎
石
・
弥
陀
女
等
分

者
、
去
嘉
暦
二
年
雖
令
下
知
、
則
被
召
返
云
々
、
可
謂
未
尽
之
儀
、
於
良
慶
分
、
依

盗
犯
科
逐
電
云
々
、
無
人
于
対
論
、
然
早
任
証
文
道
理
、
以
平
政
宗
為
彼
職
、
田
畠

山
林
等
一
円
令
相
伝
領
掌
、
有
限
御
公
事
以
下
、
守
先
例
可
被
忠
懃
之
状
、
所
仰
如

件
、
庄
家
宜
承
知
敢
勿
違
失
、
故
以
下
、

　
　
　
　
　

元
弘
三
年
八
月　

日

　
　

別
当
前
日
向
守
藤
原
朝
臣
（
花
押
）　

ｃ　
　
　
（
花
押
）

　
　

  

当
方
案
主
職
事
、
平
政
宗
捧
仁
平
以
来
証
文
訴
申
之
趣
、
叶
理
致
上
之
間
、
所
被
補

任
也
、
存
其
旨
名
田
畠
以
下
、
可
被
沙
汰
居
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　

元
弘
三
年
八
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

前
日
向
守
頼
治

　
　

謹
上　

本
免
方
預
所
殿

　

嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
ご
ろ
、
源
氏
女
と
円
慶
子
息
ら
の
間
で
野
口
庄
本
免
方
案
主

職
を
め
ぐ
る
相
論
が
あ
っ
た
。
ａ
は
、
袖
判
の
主
で
あ
る
「
播
磨
前
司
殿
」（
傍
線
部
）

か
ら
「
肥
前
入
道
」
に
発
せ
ら
れ
た
裁
許
で
、
源
氏
女
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
ｂ
・
ｃ
で
は
裁
許
は
逆
転
し
、
円
慶
の
縁
者
と
思
わ

れ
る
平
政
宗
が
案
主
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
ｂ
は
そ
れ
を
通
達
す
る
袖
判
の
主
の
政
所

の
裁
許
、
ｃ
は
そ
の
政
所
の
別
当
か
ら
本
免
方
預
所
へ
の
施
行
状
で
あ
る
。
袖
判
は
ｂ
と

ｃ
は
同
じ
で
あ
る
が
、
ａ
は
異
な
る
。
し
か
し
経
過
は
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
下
達
系
統

は
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
三
通
か
ら
、
袖
判
の
主
（
領
家
）
―
預
所
と
い

う
下
達
系
統
が
知
ら
れ
る
。
ａ
の
宛
所
「
肥
前
入
道
」
は
本
免
方
預
所
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
袖
判
の
主
が
誰
か
で
あ
る
。
ａ
の
袖
判
の
主
に
つ
い
て
『
花
押
か
が
み
』
四
（
二

九
八
六
）
は
某
と
し
て
い
る
が
、「
播
磨
前
司
」
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
、
四
条
隆
政
と
い

う
人
物
が
浮
か
び
上
が
る
。『
諸
家
伝
』（
西
大
路
）
に
よ
れ
ば
、
隆
政
は
弘
安
一
一
年
（
一

二
八
八
）
二
月
か
ら
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
正
月
ま
で
播
磨
守
を
勤
め
て
い
る
。
任
官
以

後
は
内
蔵
頭
、
春
宮
亮
、
左
京
大
夫
と
の
兼
任
、
中
宮
亮
の
任
官
を
経
て
、
延
慶
元
年
（
一

三
〇
八
）
一
〇
月
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
九
月
従
二

位
、
同
年
一
〇
月
出
家
、
元
弘
二
年
五
月
一
二
日
薨
去
（
六
四
歳
）
と
い
う
履
歴
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
嘉
暦
二
年
の
時
点
で
は
「
播
磨
前
司
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
隆
政
は
『
勘

仲
記
』『
実
躬
卿
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
後
深
草
上
皇
・
伏
見
上
皇
の
院
司
を
勤
め
た
の
ち
、

春
宮
亮
と
し
て
胤
仁
親
王
（
の
ち
の
後
伏
見
天
皇
）
に
近
侍
し
た
人
物
で
あ
る
。
伏
見
・
後

伏
見
の
近
臣
と
い
え
、
長
講
堂
領
荘
園
の
知
行
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
ま
た
元
弘
二
年
に
薨
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
翌
年
の
文
書
で
あ
る
ｂ
・
ｃ
の
袖
判

と
違
っ
て
い
る
の
も
納
得
が
い
く
。
ａ
の
袖
判
が
隆
政
で
あ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い）

28
（

。
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ｂ
・
ｃ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ｂ
に
よ
っ
て
、
元
弘
三
年
時
点
で
、
袖
判
の
主
は
三
位
以

上
で
政
所
を
開
設
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
隆
政
の
子
四
条
隆
蔭
は
元
弘
元
年
一
二

月
二
〇
日
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
隆
蔭
は
後
伏
見
・
光
厳
の
綸
旨
・
院
宣
の
奉
者

を
た
び
た
び
勤
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
出
家
の
際
に
は
、
光
厳
が
戒
師
を
勤
め
る

ほ
ど
、
光
厳
の
信
頼
の
篤
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
長
講
堂
領
荘
園
の
知
行
者
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
既
述
の
よ
う
に
南
北
朝
初
期
に
は
野
口
庄
上
村
方
を
知
行
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
隆
政
、
隆
蔭
の
履
歴
を
見
れ
ば
、
世
代
交
代
に
伴
っ
て
持
明
院
統
の

当
主
か
ら
知
行
地
を
召
し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
は
考
え
に
く
く
、
隆
蔭
は
ｂ
・
ｃ
の

袖
判
の
主
の
有
力
な
候
補
と
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
隆
蔭
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
花
押
を
捜
す
と
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
醍
醐
寺
文

書
」
の
次
の
文
書
で
あ
る
。

ｄ　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

  

秀
吉
名
事
、停
止
別
納
儀
、付
惣
庄
可
令
致
所
務
給
之
由
、被
仰
下
候
也
、仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

文
和
二
年
五
月
廿
日　
　
　
　
　
　

大
蔵
少
輔
重
藤

　
　

謹
上　

上
村
方
預
所
殿

　

袖
判
の
形
は
図
２－

４
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺

文
書
之
十
四
』
三
二
一
二
で
は
某
袖
判
御
教
書
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
「
大
蔵
少
輔
重

藤
」
を
奉
者
と
す
る
文
書
と
し
て
は
康
永
四
年
五
月
一
三
日
検
非
違
使
別
当
宣
（『
大
日

本
古
文
書　

小
早
川
家
文
書
之
一
』
六
二
）
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
別
当
殿
」
の
仰
を
奉

じ
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
康
永
四
年
の
検
非
違
使
別
当
は
四
条
隆
蔭
で
あ

る
。
ま
た
『
師
守
記
』
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
二
月
二
一
日
条
の
四
条
隆
蔭
出
家
記
事

に
は
、「
家
僕
前
大
蔵
少
輔
藤
重
藤
朝
臣
」
も
同
時
に
出
家
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
ｄ
の
袖
判
の
主
は
四
条
隆
蔭
と
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
と
同
型

の
花
押
が
、
観
応
三
年
六
月
の
船
井
方
預
所
職
の
補
任
状）

29
（

と
文
和
二
年
四
月
七
日
の
上
村

方
預
所
職
の
補
任
状）
30
（

の
袖
に
も
据
え
ら
れ
て
い
る
（
図
２－

２
、
図
２－

３
）。

　

こ
れ
を
ｂ
の
袖
判
（
図
２－

１
）
と
比
べ
て
み
よ
う
（
ｃ
の
袖
判
も
同
型
）。
一
見
異
な

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
図
２－

３
と
図
２－

４
で
は
短
く
止
め
ら
れ
て
い
る
右
横
に
突
き
出

し
た
線
を
左
方
に
、
右
下
角
の
線
を
上
方
に
筆
勢
に
任
せ
て
長
く
跳
ね
返
せ
ば
図
２－

１

と
き
わ
め
て
類
似
し
た
形
に
な
る
。
図
２－

２
は
右
横
か
ら
左
へ
の
跳
ね
返
し
が
残
っ
て

お
り
、
中
間
的
で
あ
る
。
形
の
違
い
は
年
代
に
よ
る
花
押
の
変
化
の
範
囲
に
収
ま
る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
ｂ
・
ｃ
の
袖
判
も
四
条
隆
蔭
の
も
の
と
判
断
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
四
条

家
は
上
村
方
だ
け
で
な
く
、
本
免
方
の
知
行
者
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 

５　

船
井
方

　

船
井
方
の
所
見
は
少
な
い
。
観
応
三
年
六
月
日
、「
長
講
堂
領
丹
波
国
野
口
庄
内
船
井

方
」
の
預
所
職
に
宮
王
丸
が
補
任
さ
れ
て
い
る
の
が
初
見
で
あ
る）

31
（

。
宮
王
丸
は
醍
醐
寺
座

主
に
仕
え
る
稚
児
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
応
永
一
七
年
一
一
月
二
六
日
の
後
小
松
天
皇
綸
旨

で
三
宝
院
満
済
に
「
長
講
堂
領
丹
波
国
船
井
方
」
が
安
堵
さ
れ
て
い
る）

32
（

。
ま
た
文
安
六
年

（
一
四
四
九
）
四
月
一
一
日
の
三
宝
院
門
跡
管
領
諸
職
目
録）
33
（

に
も
門
跡
領
と
し
て
「
野
口

庄
之
内
船
井
方
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
預
所
職
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
船
井
方
の
所
見

は
以
上
で
あ
る
が
、
観
応
年
間
以
後
は
、
一
貫
し
て
三
宝
院
が
預
所
職
を
保
持
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

二　

二
つ
の
絵
図
の
描
く
場

　

野
口
庄
の
内
部
単
位
（
方
）
と
し
て
史
料
に
見
え
る
の
は
以
上
の
五
つ
で
あ
る
（
図
３

観
応
三
年
六
月

醍
醐
寺
文
書

三
五
六
二

（
大
日
本
古
文
書
）

元
弘
三
年
八
月

猪
熊
信
男
氏

所
蔵
文
書
一

（
史
料
編
纂
所
影
写
本
）

文
和
二
年
五
月

醍
醐
寺
文
書

三
二
一
二

（
大
日
本
古
文
書
）

文
和
二
年
四
月

醍
醐
寺
文
書

三
五
六
一

（
大
日
本
古
文
書
）

図２－２

図２－１

図２－４

図２－３
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参
照
）。
こ
れ
が
『
看
聞
日
記
』
に
見
え
る
「
野
口
庄
五
方
」
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

か
ど
う
か
は
後
に
検
討
す
る
が
、
高
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
二
つ
の
神
尾
山
絵
図
は
、
以
上

の
よ
う
な
野
口
庄
の
空
間
構
成
や
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
二
つ
の
絵
図
が
ど
の
範
囲
を
描
い
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

１　
「
中
野
古
図
」

　
「
中
野
古
図
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
図
の
天
地
の
方
位
を
確
定
し
た
い
が
、
手
が

か
り
と
な
る
の
は
、「
神
尾
一
切
経
蔵
領
山
」
の
記
載
を
も
つ
山
の
表
現
と
「
大
道
」
で

あ
る
。
神
尾
山
金
輪
寺
は
、
本
梅
川
に
沿
っ
て
南
東
か
ら
北
西
に
伸
び
る
本
梅
盆
地
の
西

縁
の
山
中
に
あ
る
が
、「
神
尾
一
切
経
蔵
領
山
」
と
は
、「
金
輪
寺
の
一
切
経
蔵
領
の
山
」

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
金
輪
寺
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
梅
盆
地
の
西
縁
に
は

神
尾
山
か
ら
突
き
出
し
た
山
塊
が
あ
る
が
（
図
４
）、「
中
野
古
図
」
で
の
描
か
れ
方
を
見

る
と
、「
神
尾
一
切
経
蔵
領
山
」
と
記
さ
れ
た
山
は
こ
の
山
塊
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
大
道
」
は
近
世
の
篠
山
街
道
の
前
身
に
あ
た
る
道
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
ル
ー
ト

は
篠
山
街
道
よ
り
東
寄
り
で
、
現
在
の
国
道
三
七
二
号
線
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
道
は
盆
地
の
中
を
通
っ
て
い
る
の
で
、
当
然
「
神
尾
一
切
経
蔵
領
山
」
よ
り
東
側
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
図
は
天
を
南
東
、
地
を
北
西
と
し
て
い
る
と
判
断

で
き
る
。
但
し
、
図
の
右
上
部
分
に
描
か
れ
た
神
尾
山
の
図
は
文
字
記
載
か
ら
北
を
天
に

し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
図
中
央
部
分
の
方
位
と
は
異
な
る
。
右
上
部
分
の
図

は
明
ら
か
に
描
線
が
中
心
部
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
後
世
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う）

34
（

。

　

以
上
は
奥
田
論
文
の
推
定
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
次
に
図
の
描
く
範
囲
を
絞
り
込
ん
で

い
き
た
い
。
奥
田
論
文
で
は
描
か
れ
た
範
囲
の
北
端
（
図
の
下
辺
）
を
現
在
の
赤
熊
集
落

あ
た
り
に
推
定
し
て
い
る
が
、
図
の
下
辺
部
に
は
本
梅
盆
地
に
突
き
出
し
た
山
塊
が
か
か

っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
推
定
は
広
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
下
辺
近
く

に
描
か
れ
た
「
上
村
本
免
堺
」
で
あ
る
。
こ
の
堺
は
現
在
の
ど
こ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。

上
述
の
よ
う
に
、
上
村
は
千
ヶ
畑
を
、
本
免
方
は
南
大
谷
の
藪
田
神
社
を
含
ん
で
い
る
の

で
、
本
免
方
の
方
が
北
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
右
述
の
よ
う
に
こ
の
図
は
南
東
を
天
と
し

て
い
る
の
で
、
図
に
描
か
れ
た
「
堺
」
よ
り
北
側
、
す
な
わ
ち
地
の
側
が
本
免
方
、
南

船井・桑田郡界
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側
、
天
の
側
が
上
村
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
絵
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
境
界
線
の

西
端
は
本
梅
盆
地
に
突
き
出
し
た
山
塊
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
着
目
し
て
境
界

線
の
痕
跡
を
現
在
の
地
図
上
に
求
め
れ
ば
、
注
目
さ
れ
る
の
は
亀
岡
市
宮
前
町
宮
川
と
東

本
梅
町
中
野
の
間
の
境
界
線
で
あ
る
。
こ
こ
は
桑
田
郡
と
船
井
郡
の
境
界
で
も
あ
る
（
図

４
）。
こ
の
境
界
線
は
本
梅
川
を
直
交
す
る
よ
う
に
本
梅
盆
地
を
横
断
し
て
お
り
、「
中
野

古
図
」
に
描
か
れ
た
「
上
村
本
免
堺
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
境
界
の
や
や
北
寄
り
が

「
中
野
古
図
」
の
描
く
範
囲
の
北
辺
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
南
は
ど
こ
ま
で
描
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
絵
図
に
は
「
中
野
四
至
榜
示
在
注
文
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
文
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
「
中
野
」
の
四

至
に
は
榜
示
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
榜
示
の
痕
跡
を
現
在
の
地
図
上
に
求
め
れ

ば
、
本
梅
盆
地
が
宮
前
町
宮
川
と
本
梅
町
中
野
に
分
か
た
れ
る
境
界
の
両
側
に
「
傍
示
ヶ

谷
」
と
い
う
小
字
が
現
存
し
て
い
る
（
図
３
）
の
が
注
目
さ
れ
る）

35
（

。
こ
の
あ
た
り
に
高

山
寺
領
中
野
の
牓
示
が
打
た
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
中
野
古
図
」
の
上
辺
に

記
さ
れ
た
「
光
安
」
と
い
う
地
名
の
遺
称
地
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
傍
示
ヶ
谷
の
や
や
東

あ
た
り
に
「
中
野
」
と
「
光
安
」
の
堺
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
中
野
古

図
」
で
高
山
寺
領
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
宮
川
地
区
の
う
ち
の
盆
地
の
南
西
側
半

分
に
あ
た
る
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
上
村
方
内
に
は
別
納
地
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
た
。
高
山
寺
領
が

上
村
方
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
文
献
史
料
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、「
中
野
古
図
」

に
描
か
れ
た
場
所
も
、
上
村
方
内
に
あ
っ
た
別
納
地
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

２　
「
長
谷
古
図
」

　

次
に
「
長
谷
古
図
」
を
検
討
し
よ
う
。
建
造
物
が
描
か
れ
ず
場
所
を
特
定
す
る
手
が
か

り
は
少
な
い
が
、「
長
谷
」
の
地
名
は
南
丹
市
園
部
町
宍
人
の
南
部
の
狭
い
谷
の
中
に
、

小
字
「
口
長
谷
」「
奥
長
谷
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ま
た
「
自
埴
生
道
」
の
記
載
の
中

の
「
埴
生
」
は
現
在
も
園
部
町
内
の
大
字
と
し
て
残
り
、
篠
山
街
道
沿
い
に
集
落
が
あ

る
。「
長
谷
古
図
」
は
こ
の
谷
付
近
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
が
高
山
寺

領
と
な
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
史
料
は
存
在
し
て
い
る
。『
高
山
寺
縁
起）
36
（

』

に
よ
れ
ば
、
寛
喜
四
年
（
一
二
三
二
）
正
月
上
旬
、
明
恵
の
病
気
危
急
に
あ
た
り
、
宣
陽

門
院
は
「
野
口
庄
埴
生
村
水
田
六
町
」
を
高
山
寺
に
寄
進
し
て
、
そ
の
仏
聖
燈
油
人
供
料

に
充
て
た
と
い
う
。
こ
れ
が
野
口
庄
本
免
方
の
別
納
地
と
な
り
、「
長
谷
古
図
」
に
描
か

れ
た
地
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

絵
図
の
範
囲
と
方
位
で
あ
る
が
、「
自
埴
生
道
」
を
地
図
上
に
比
定
す
れ
ば
、
図
４
の

ａ
と
ｂ
が
候
補
に
な
る
。
解
説
編
で
は
ｂ
で
考
え
、
図
の
天
を
北
西
、
地
を
南
東
と
し
た

図４　絵画の描く範囲　実線：私案　破線：奥田案
　　　明治36年測図「園部」
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が
、
奥
田
論
文
で
は
ａ
を
「
自
埴
生
道
」
と
考
え
、
天
を
南
東
、
地
を
北
西
と
し
て
い

る
。
ど
ち
ら
で
あ
る
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、
田
の
描
か
れ
た
谷
が
天
の
方
向
に
続
い
て

い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
を
重
視
す
れ
ば
、
方
位
に
つ
い
て
は
奥
田
案
の
方
が
妥
当

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
奥
田
論
文
で
は
、
図
の
天
を
八
乙
女
集
落
の
さ
ら
に
南
に

推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
描
か
れ
た
範
囲
は
「
水
田
六
町
」
よ
り
は
る
か
に
広
く
な

っ
て
し
ま
う
。
絵
図
の
描
く
範
囲
全
体
と
「
自
埴
生
道
」
の
位
置
関
係
も
バ
ラ
ン
ス
が
悪

い
。
天
は
八
乙
女
集
落
よ
り
も
北
で
、
描
か
れ
た
範
囲
は
、
現
在
の
園
部
町
宍
人
・
埴

生
・
奥
八
田
の
境
界
部
分
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
こ
の
場
所
は
南
北
七
百
メ
ー
ト

ル
、
東
西
百
メ
ー
ト
ル
程
度
の
屈
曲
し
た
狭
い
谷
で
、
六
町
程
度
の
水
田
が
ち
ょ
う
ど
収

ま
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
が
「
長
谷
古
図
」
に
描
か
れ
た
範
囲
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に
―
二
つ
の
絵
図
と
野
口
庄
―

　

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
二
つ
の
絵
図
か
ら
野
口
庄
の
空
間
構
成
や
歴
史
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
村
方
と
本
免
方
の
境
界
が
桑
田
郡
と
船
井
郡
の
境
界
で
も
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
野
口
庄
内
の
方
と
し
て
は
小
河
・
佐
伯
・
上
村
・
本

免
・
船
井
の
五
つ
が
史
料
上
に
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
本
免
方
は
、
絵
図
に
描
か
れ
た
境

界
か
ら
、
北
は
少
な
く
と
も
藪
田
神
社
や
普
済
寺
あ
た
り
ま
で
は
包
含
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
本
梅
盆
地
の
う
ち
船
井
郡
に
属
す
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
本
免
方
と

な
る
。
船
井
方
は
そ
の
名
称
か
ら
し
て
当
然
船
井
郡
に
含
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
本
梅
盆
地

中
に
本
免
方
と
別
に
船
井
方
の
空
間
を
想
定
す
る
と
き
わ
め
て
狭
小
な
空
間
に
な
る
。
野

口
庄
の
う
ち
唯
一
船
井
郡
に
属
す
る
本
免
方
の
こ
と
を
船
井
方
と
も
呼
ん
だ
、
と
考
え
た

方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
船
井
方
」
と
い
う
表
現
は
「
醍
醐
寺
文

書
」
に
の
み
見
え
る
の
で
、
本
免
方
の
こ
と
を
醍
醐
寺
で
は
「
船
井
方
」
と
呼
ん
で
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
そ
う
な
る
と
「
野
口
五
方
」
の
も
う
一
つ
の
方
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
発
生

す
る
。
現
状
で
は
、
こ
れ
を
解
く
た
め
の
手
が
か
り
は
不
十
分
で
あ
る
が
、「
長
寛
二
年

解
」
に
は
近
隣
の
所
領
と
の
係
争
地
と
し
て
小
川
郷
・
佐
伯
郷
と
な
ら
ん
で
「
模
作
郷
」

が
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。「
模
作
」
の
遺
称
地
は
不
明
だ
が
、
大
堰
川
沿

い
の
平
野
部
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
郷
が
野
口
五
方
の
残
る
一
つ
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
野
口
庄
の
成
立
過
程
を
推
測
し
て
み
た
い
。
野
口
庄
の
大
半
は
桑
田
郡
に
属
す
る

が
、「
野
口
」
と
い
う
地
名
が
現
存
す
る
の
は
船
井
郡
内
で
あ
る
。
現
在
の
南
丹
市
園
部

町
南
大
谷
に
野
口
の
小
字
が
あ
り
、
古
代
の
山
陰
道
に
設
け
ら
れ
た
野
口
駅
の
故
地
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
摂
関
家
領
野
口
牧
の
開
発
は
こ
の
辺
り
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。「
本
免
」
と
い
う
呼
称
も
、
野
口
牧
（
庄
）
の
発
祥
の
地
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
が
て
牧
の
住
人
た
ち
の
活
動
は
桑
田
郡
に
属
す

る
本
梅
川
上
流
部
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
一
二
世
紀
初
め
に
は
、
山
稜
を
越
え
て
大
堰
川
沿

い
の
盆
地
に
も
広
が
っ
て
、
す
で
に
耕
地
開
発
の
進
ん
で
い
た
小
河
郷
や
佐
伯
郷
に
も
及

ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
過
程
で
周
辺
の
国
衙
領
と
の
間
で
紛
争
が
生

じ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
「
長
寛
二
年
解
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
野

口
牧
の
領
域
が
拡
大
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
摂
関
家
の
権
威
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
二
世
紀
末
に
な
る
と
、
拡
大
し
た
領
域
も
含
め
て
後
白
河
上
皇
に
寄
進
さ
れ
て
長
講

堂
領
荘
園
と
し
て
の
野
口
庄
が
成
立
し
、
大
堰
川
沿
い
の
領
域
は
国
衙
領
で
あ
っ
た
こ
ろ

の
呼
称
を
継
承
し
て
「
小
河
方
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

37
（

。
ま
た

本
梅
川
上
流
の
領
域
は
、
絵
図
の
作
成
さ
れ
た
正
嘉
二
年
ま
で
に
は
「
本
免
方
」
か
ら
独

立
し
て
「
上
村
方
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
元
は
別
の
荘
園
だ
っ
た
佐
伯
庄
も
、
南

北
朝
期
ご
ろ
ま
で
に
は
一
部
が
野
口
庄
に
併
呑
さ
れ
て
「
佐
伯
方
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
持
明
院
統
の
当
主
が
管
領
す
る
野
口
庄
内
に
は
、
近
臣
や

寺
社
に
与
え
ら
れ
た
別
納
地
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
た
が）

38
（

、
二
つ
の
絵
図
に
描
か
れ
た

金
輪
寺
一
切
経
蔵
領
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

野
口
五
方
の
う
ち
上
村
方
だ
け
が
禁
裏
料
所
と
し
て
戦
国
末
期
ま
で
年
貢
を
禁
裏
に
進

納
し
続
け
て
い
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
小
河
方
は
四
条
家
も
し
く
は
庭
田
家
、

佐
伯
方
は
醍
醐
寺
無
量
寿
院
を
領
家
と
し
て
い
た
こ
と
が
応
仁
の
乱
後
ま
で
確
認
で
き

る
。
本
免
方
（
船
井
方
）
も
南
北
朝
期
以
後
は
預
所
の
醍
醐
寺
三
宝
院
の
所
領
と
し
て
の

性
格
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
、
上
村
方
で
は
春
屋
以
後
の
領
家
は
確
認
で
き
な
い
。
戦
国
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期
の
史
料
に
も
領
家
に
相
当
す
る
者
が
登
場
せ
ず
、
禁
裏
が
直
接
代
官
を
任
じ
て
年
貢
を

得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
村
方
が
禁
裏
料
所
と
し
て
継
続
し
た
こ
と
と
関
係
あ

る
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
正
嘉
二
年
の
二
つ
の
絵
図
に
裏
書
し
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ

う
。
裏
書
に
は
案
主
・
下
司
・
預
所
が
署
判
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
立
場
の
人
物

で
あ
る
か
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
、
本
免
方
に
関
す
る
検
討
で
取
り
上
げ
た
元

弘
三
年
の
二
通
の
文
書
ｂ
・
ｃ
で
あ
る
。
ｂ
は
本
免
方
案
主
職
の
補
任
を
案
主
本
人
に
、

ｃ
は
預
所
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
案
主
と
預
所
が
見
え
る
の
は
、
絵
図
の
裏

書
と
共
通
し
て
い
る
。
一
方
、
正
嘉
二
年
の
二
つ
の
絵
図
の
う
ち
、「
長
谷
古
図
」
は
本

免
方
の
地
、「
中
野
古
図
」
は
上
村
方
に
属
す
る
地
を
描
い
て
い
る
。
描
い
て
い
る
方
が

異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
署
判
者
は
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
上
村
方
は
本
免
方

か
ら
独
立
し
た
方
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
初
は
、
両
方
の
知
行
者
は
同
一
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
二
つ
の
絵
図
に
裏
書
し
て
い
る
の
は
、
本
免
方
と
上
村
方
を
管
轄
す
る
荘
官
た

ち
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

残
る
問
題
は
、
こ
の
荘
官
た
ち
の
上
位
に
い
る
は
ず
の
知
行
者
は
誰
か
と
い
う
点
で
あ

る
が
、
ｂ
・
ｃ
の
袖
判
が
四
条
隆
蔭
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
隆
蔭
は
本
免
方
と
上
村
方
を

知
行
し
て
い
た
こ
と
、
前
掲
文
書
ａ
の
袖
判
は
四
条
隆
政
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
四

条
隆
政
の
父
四
条
隆
行
（
後
嵯
峨
院
司
）
が
有
力
な
候
補
と
な
ろ
う
。
但
し
現
段
階
で
は

確
証
を
得
ら
れ
ず
、
後
考
を
ま
ち
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
知
行
者
と
呼
ん
で
き
た
者
に

つ
い
て
は
、
史
料
上
、
佐
伯
方
で
は
「
領
家
」、
上
村
方
で
は
「
給
主
」
と
い
う
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。
研
究
概
念
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
「
領
家
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し

て
、
本
稿
で
述
べ
た
各
方
の
権
利
関
係
を
整
理
し
た
別
表
を
末
尾
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

注（
１
）
奥
田
勲
「
神
尾
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
」（
築
島
裕
博
士
還
暦
記
念
『
国
語
学
論
集
』、

明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）。『
高
山
寺
善
本
図
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
に
奥

田
氏
に
よ
る
短
い
図
版
解
説
が
あ
る
。

（
２
）
亀
岡
市
、
一
九
九
五
年
。

（
３
）
納
冨
常
天
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
二
―
一
（
一
九
八
三
年
）。
納
冨
『
金
沢
文
庫
資
料
の

研
究
』
稀
覯
資
料
篇
（
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
）
に
年
表
を
増
補
し
て
再
録
。

（
４
）『
大
日
本
史
料
第
三
編
之
二
十
六
』
所
収
。

（
５
）
陽
明
文
庫
所
蔵
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
夏
巻
紙
背
（『
平
安
遺
文
』
三
三
二
四
）。

（
６
）「
長
寛
二
年
解
」
に
は
小
川
郷
に
属
す
る
地
と
し
て
「
墓
廻
里
」（
つ
か
ま
わ
り tukam

aw
ari

）

が
見
え
る
。
大
堰
川
東
岸
の
亀
岡
市
馬
路
町
高
廻
（
た
か
ま
わ
り
）
が
こ
の
遺
称
地
で
は
あ
る

ま
い
か
。
大
堰
川
東
岸
の
平
野
中
央
に
は
古
川
と
呼
ば
れ
る
小
流
が
あ
り
、
こ
れ
が
小
河
郷
の

東
限
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
７
）
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
「
島
田
文
書
」。
こ
の
目
録
は
、
従
来
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）

年
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
建
長
二
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
河

合
佐
知
子
・
遠
藤
基
郎
「
建
長
二
年
十
月
宣
陽
門
院
楞
六
条
殿
分
公
事
注
進
状
の
成
立
」（『
鎌

倉
遺
文
研
究
』
四
五
（
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
８
）『
八
坂
神
社
記
録
』
社
家
記
録
応
安
四
年
七
月
三
〇
日
条
、
八
月
二
九
日
条
。
な
お
永
仁
四
年

一
一
月
一
日
上
総
法
印
田
地
譲
状
案
（
八
坂
神
社
文
書
、
鎌
倉
遺
文
一
九
一
八
〇
）、
文
保
三
年

三
月
一
日
上
総
法
印
女
房
譲
状
（
八
坂
神
社
文
書
）
に
よ
れ
ば
、
小
河
方
の
中
に
は
祇
園
田
六

反
が
存
在
し
て
い
た
。

（
９
）『
看
聞
日
記
』
永
享
五
年
一
二
月
一
二
日
条
。

（
10
）
応
仁
二
年
一
二
月
二
五
日
後
花
園
法
皇
院
宣
案
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
田
中
穣
氏
旧

蔵
典
籍
古
文
書
二
四
八　

案
文
書
類
巻
）。

（
11
）『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年
三
月
八
日
条
ほ
か
。

（
12
）『
図
書
寮
叢
刊　

壬
生
家
文
書
一
』
八
〇　

応
永
一
八
年
五
月
二
日
大
報
恩
寺
領
目
録
案
。

（
13
）『
看
聞
日
記
』
応
永
二
九
年
二
月
六
日
条
。

（
14
）『
看
聞
日
記
』
応
永
三
〇
年
二
月
二
九
日
条
。

（
15
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
一
七
年
四
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
伏
見
の
行
蔵
庵
は
佐
伯
方
の
安
友
名

に
対
す
る
権
利
を
主
張
し
て
い
る
。

（
16
）
高
橋
一
樹
「
院
御
願
寺
領
の
形
成
と
展
開
―
中
世
前
期
の
最
勝
光
院
領
を
素
材
に
―
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
八
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
17
）「
醍
醐
寺
文
書
」
一
函
、『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書
之
一
』
一
七
。

（
18
）
文
永
一
〇
年
八
月
一
二
日
聖
宴
書
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
ヨ
函
一
七
七
）、
文
永
一
一
年
一
一

月
一
〇
日
法
印
教
阿
書
状
（
東
寺
百
合
文
書
メ
函
三
一
六
）、
文
永
一
一
年
正
月
二
九
日
亀
山
上

皇
院
宣
（
東
寺
文
書
数
三
）。

（
19
）
康
永
四
年
四
月
一
七
日
東
寺
申
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
な
函
一
〇
三
）。

（
20
）
応
永
五
年
一
一
月
日
東
寺
申
状
案
（
教
王
護
国
寺
文
書
七
五
九
）。

（
21
）
応
永
七
年
三
月
二
日
斎
藤
玄
輔
書
状
（
東
寺
百
合
文
書
モ
函
三
六
）。

（
22
）
文
和
二
年
四
月
七
日
某
袖
判
下
文
（
醍
醐
寺
文
書
二
三
函
一
九
、『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
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文
書
之
十
五
』
三
五
六
一
）。
こ
の
袖
判
は
四
条
隆
蔭
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
一
の
４
参
照
。

（
23
）『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
元
亀
四
年
正
月
一
六
日
条
に
「
御
す
み
五
十
か
ま
い
る
」
と
あ
る
の

が
終
見
で
あ
る
。

（
24
）
梅
監
司
は
罪
科
に
よ
っ
て
所
領
を
没
収
さ
れ
、
足
利
義
教
の
裁
可
に
よ
っ
て
、
両
村
は
田
向

家
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
永
享
八
年
三
月
五
日
後
花
園
天
皇
消
息
（
猪
熊
信
男
氏
所
蔵

文
書
）
で
勅
許
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
観
応
二
年
正
月
一
四
日
勧
修
寺
経
顕
処
分
状
案
（
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵
御
遺
言

条
々
）

（
26
）「
三
時
知
恩
寺
文
書
」
大
永
二
年
八
月
一
一
日
後
柏
原
天
皇
女
房
奉
書
に
三
時
知
恩
寺
領
と
し

て
「
上
む
ら
の
う
ち
千
か
は
た
」
が
見
え
る
。

（
27
）
史
料
編
纂
所
影
写
本
猪
熊
信
男
氏
所
蔵
文
書
一
。

（
28
）
正
和
元
年
一
二
月
三
日
某
栗
林
寄
進
状
写
（「
延
福
寺
文
書
」）
は
野
口
庄
内
牧
村
の
栗
林
を

延
福
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
、
袖
判
が
模
写
さ
れ
て
い
る
。
時
期
的
に
は
四
条
隆
蔭
の
可
能
性

も
あ
る
が
、
ａ
の
袖
判
と
は
形
状
が
異
な
る
。

（
29
）
某
袖
判
下
文
（
醍
醐
寺
文
書
二
三
函
二
〇
、『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書
之
十
五
』
三
五

六
二
）。

（
30
）
注
22
に
同
じ
。

（
31
）
注
29
に
同
じ
。

（
32
）「
醍
醐
寺
文
書
」
二
三
函
（『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書
之
十
五
』
三
五
六
三
）。

（
33
）「
醍
醐
寺
文
書
」
一
函
（『
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書
之
一
』
一
二
三
）。
三
宝
院
門
跡
管

領
諸
職
目
録
に
は
篠
村
八
幡
宮
領
と
し
て
「
佐
伯
地
頭
方
」
も
見
え
る
。

（
34
）
後
補
さ
れ
た
「
神
尾
山
ノ
図
」
の
北
は
「
ヲ
ト
ハ
川
」、
南
は
「
宮
川
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

音
羽
川
、
宮
川
と
も
現
在
も
存
在
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
山
は
、
神
尾
山
（
金
輪
寺
）

そ
の
も
の
で
あ
り
、「
中
野
古
図
」
の
描
く
「
神
尾
一
切
経
蔵
領
山
」
と
は
異
な
る
だ
ろ
う
。

（
35
）『
新
修
亀
岡
市
史　

本
文
編
一
』（
一
九
九
五
年
）
付
図
「
亀
岡
市
大
字
小
字
図
２
」
参
照
。

（
36
）『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
一
・
明
恵
上
人
資
料
一
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）。

（
37
）
小
河
方
・
佐
伯
方
は
高
橋
一
樹
が
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

第
一
部
「
中
世
荘
園
の
立
荘
と
そ
の
特
質
」
で
指
摘
す
る
「
加
納
」
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

（
38
）
本
文
で
触
れ
た
以
外
に
も
、
ど
の
方
に
属
す
る
か
は
不
明
だ
が
「
野
口
庄
内
重
富
」
が
勧
修

寺
家
の
別
納
地
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
延
文
五
年
七
月
二
九
日
勧
修
寺
経
顕
処
分
状
案
（
京

都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵
御
遺
言
条
々
）。

表　野口庄の内部構成
戦国

香西・
ゑん首座・
阿野季綱

醍醐寺松橋

南北朝・室町

醍醐寺宮王丸
醍醐寺三宝院

高山寺

四条隆蔭
橘知任
四条顕保
春屋妙葩

田向家
相国寺梅監主
田向家

勧修寺家

高山寺

庭田重有
四条隆夏
四条隆継
庭田長賢

大慈光院

四条隆夏

鹿王院

長照院
三時知恩寺

大慈光院

足利尊氏
篠村八幡宮
醍醐寺

鎌倉

四条隆政
四条隆蔭

沙弥
肥前入道

沙弥

中原
円慶
平政宗

醍醐寺幸福丸

醍醐寺松橋

職

領
家

預
所

下
司

案
主

長
谷

領
家

預
所

代
官

草
野
・

土
野
谷

神
前
村

中
野

領
家

下
司

三
名

行
元
・

武
里
名

領
家

下
司

安
友
・

武
元
名

地
頭

方

本
免
方
（
船
井
方
）

上
村
方

小
河
方

佐
伯
方

佐
伯
庄

長　

講　

堂　

領
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は
じ
め
に　

先
般
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
か
ら
『
橋
本
経
亮
旧
蔵　

香
果
遺
珍

目
録
』
が
刊
行
さ
れ
た（
１
）。

橋
本
経
亮
と
は
京
都
梅
宮
神
社
の
祠
官
か
つ
和
学
者
と
し
て
一
八

世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
、
彼
が
蒐
集
し
た
約
千
点
に
も

及
ぶ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
「
香
果
遺
珍
」
と
総
称
す
る
。「
香
果
遺
珍
」
は
件
数
の
豊
富
さ

に
加
え
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
長
ら
く
未
整
理
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
度

よ
り
目
録
作
成
作
業
が
開
始
さ
れ
、
本
目
録
は
そ
の
作
業
の
成
果
報
告
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
目
録
に
は
新
出
・
未
紹
介
史
料
で
あ
る
三
枚
の
差
図
が
「
山
城
国
上
野
庄
差

図
（
三
枚
）」（
雑
九
四
九
）
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
橋
本
経
亮
や
彼
の
蒐
集
活
動
、

な
ら
び
に
「
香
果
遺
珍
」
に
つ
い
て
は
一
戸
渉
氏
の
詳
細
な
検
討
が
あ
る
た
め
そ
ち
ら
を

参
照
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て（

２
）、

本
稿
で
は
「
山
城
国
上
野
庄
差
図
（
三
枚
）」
に
つ
い
て

紹
介
な
ら
び
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
三
枚
の
差
図
は
そ
れ
ぞ
れ
「
山
城
国
上

野
荘
差
図
（
案
）」・「
山
城
国
上
野
荘
坪
付
図
」・「
山
城
国
桂
川
用
水
差
図
」
と
名
付
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
本
差
図
・
本
坪
付
図
・
用
水
差
図
と
表
記

す
る
）、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
本
差
図
・
本
坪
付
図
を
紹
介
・
検
討
し
た
い
。
な

お
、
用
水
差
図
に
つ
い
て
は
次
号
以
降
に
て
扱
う
予
定
で
あ
る
。

一　
「
山
城
国
上
野
荘
差
図
（
案
）」
に
つ
い
て　

１　

文
書
の
体
裁

　

本
差
図
（
図
１
）
は
一
紙
か
ら
な
っ
て
お
り
、
法
量
は
三
一
・
八
×
四
九
・
三
㎝
で
あ

る
。
表
面
右
上
に
は
経
亮
没
後
に
「
香
果
遺
珍
」
を
引
き
継
い
だ
丹
後
国
久
美
浜
の
豪
商

稲
葉
家
の
所
蔵
印
で
あ
る
「
蒼
龍
館
置
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
端
裏
書
や
裏
書
な
ど
は
な

く
、
差
図
の
作
成
年
代
を
直
接
示
す
記
述
は
な
い
。
文
書
全
体
に
渡
っ
て
虫
損
な
ど
も
な

く
、
横
二
つ
折
り
、
縦
四
つ
折
り
に
さ
れ
た
跡
が
残
る
。
料
紙
の
質
は
経
亮
が
東
寺
百
合

文
書
を
写
す
際
に
用
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
不
純
物
な
ど
が
や
や
混
ざ
る
中
世

の
楮
紙
系
統
の
も
の
に
似
て
い
る（

３
）。

文
書
全
体
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
坪
界
は
、
ほ

ぼ
均
等
な
大
き
さ
で
区
切
ら
れ
、
線
の
ぶ
れ
も
少
な
い
。
墨
壺
な
ど
の
道
具
を
用
い
て
引

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
差
図
は
本
坪
付
図
・
用
水
差
図
と
共
に
袋
（
二
八
・
三
×
一
三
・
八
㎝
）
に
収
め
ら

れ
た
状
態
で
伝
わ
っ
て
い
る
（
図
２
）。
袋
に
は
「
東
寺
所
伝
／
梅
津
／
上
野
／
旧
図　

三
」「
香
果
蔵
」、
朱
筆
で
「
雑
四
号
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
東
寺
所
伝
…
」
の
筆
跡
は

経
亮
自
筆
の
も
の
で
、「
雑
四
号
」
は
後
筆
で
あ
る（

４
）。「

香
果
遺
珍
」
は
稲
葉
家
で
整
理
・

分
類
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
雑
四
号
」
と
い
う
記
載
は
そ
の
際
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
袋
に
も
「
蒼
龍
館
置
」
が
捺
さ
れ
、
そ
れ
以
外
に
複
数
の
丸
印
も
あ
る
。
本
袋
の
紙

背
が
借
用
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
丸
印
は
そ
れ
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

２　

文
書
の
内
容

　

ま
ず
は
本
差
図
の
中
の
地
名
・
注
記
の
翻
刻
を
示
し
た
い
（
図
１
右
上
よ
り
適
宜
番

号
を
振
っ
た
）。

１　

楢
原
里

11

御
所
跡

２　

足
長
里

12

釣
殿

池
跡
馬
場

３　

建
保
以
後
川

13

尾
花
里

４　

建
・長

（
×
保
）以

後
当
時
川

14

同

５　

郡
里

15

同
有
作

６　

押
領

16

同

７　

有
荒
野

17

建
保
以
前
往
古
河

８　

押
領
作

18

同

９　

同

19

梅
津
上
野
旧
境

10

同

20

同

史
料
紹
介
と
研
究

土
山　

祐
之

慶
應
義
塾

図
書
館
蔵

橋
本
経
亮
旧
蔵「
山
城
国
上
野
荘
差
図（
案
）」・

「
山
城
国
上
野
荘
坪
付
図
」に
つ
い
て
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21

同

24

同

22

押
領

25

同
河

23

河

26

梅
津
下
庄
名
堤
村
、
又
号
郡

　

本
差
図
に
は
文
書
全
体
に
わ
た
っ
て
坪
付
が
描
か
れ
、
各
一
坪
に
「
楢
原
里
」「
郡
里
」

「
足
長
里
」「
尾
花
里
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
野
荘
（
上
桂
荘
）
の
荘
域
に
あ
た
る
桂
川

右
岸
の
楢
原
里
・
郡
里
・
足
長
里
（
一
部
）・
尾
花
里
（
一
部
）
の
範
囲
を
対
象
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
現
在
の
地
図
上
に
お
お
ま
か
に
反
映
さ
せ
れ
ば
、
図
３
の
よ
う
に
な
る
。

図
３
な
ら
び
に
後
掲
す
る
図
５
に
つ
い
て
は
、
Ｑ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
て
作
成
し
た
。
作
成
に

あ
た
っ
て
は
、
本
差
図
の
条
里
界
線
が
金
田
章
裕
氏
の
示
し
た
条
里
プ
ラ
ン
（
金
田
後
掲

註
一
四
・
一
六
論
文
）
に
重
な
る
よ
う
に
位
置
情
報
を
与
え
、
差
図
を
加
工
し
て
い
る
。

坪
付
内
に
は
複
数
の
河
道
が
描
か
れ
（
図
３
①
②
④
）、
そ
れ
ら
の
時
期
変
遷
に
つ
い
て

の
注
記
や
「
押
領
」
の
記
述
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
差
図
作
成
の
主
眼
目
は
桂
川

の
河
道
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
押
領
を
図
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
本
差
図
か
ら
は
建
保
年
間
（
一
二
一
三
〜
一
九
）
と
建
長
年
間
（
一
二
四
九
〜
五

六
）
に
桂
川
の
河
道
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
建
保
年
間
以
前
は
「
建
保

以
前
往
古
河
」
と
あ
る
よ
う
に
河
道
④
が
桂
川
の
主
流
路
で
、
上
野
荘
と
梅
津
荘
と
の
境
界

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
保
年
間
に
河
道
は
④
か
ら
①
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
建
長
年
間

に
は
②
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
本
差
図
の
記
述
か
ら
判
明
す
る
。
そ
れ
で
は
③
の
線
は

ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
③
を
河
道
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き

そ
う
で
あ
る
が
、
①
②
④
の
線
に
は
そ
れ
ぞ
れ
河
道
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
記
述
の
な
い
③
を
積
極
的
に
河
道
と
は
位
置
づ
け
が
た
い
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
押
領
の
範
囲
で
あ
る
。「
押
領
」
と
押
領
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
「
同
」
の
記
述
が
あ
る
坪
（
こ
れ
ら
の
坪
を
ま
と
め
て
〝
押
領
坪
〞
と
す
る
）
は
い
ず
れ

も
③
よ
り
も
東
側
に
、
河
道
④
の
西
側
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
上
野
荘
の
東
限
は

「
桂
河
東
堤
樹
東
」
で
あ
り
、
桂
川
に
沿
っ
て
築
か
れ
て
い
た
左
岸
側
の
堤
ま
で
が
荘
域
で

あ
っ
た（

５
）。

そ
の
た
め
、
上
野
荘
と
し
て
は
④
か
ら
①
へ
と
河
道
が
移
る
こ
と
は
荘
域
が
狭
く

な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
都
合
の
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
方
で
、
陸
続

き
の
土
地
が
拡
が
っ
た
梅
津
荘
は
〝
押
領
坪
〞
へ
と
耕
地
を
拡
大
す
る
。
梅
津
荘
の
耕
地
拡

大
（
押
領
）
は
③
の
西
側
に
は
及
ん
で
い
な
い
た
め
、
③
が
限
界
域
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
梅
津
荘
に
よ
る
押
領
の
限
界
域
が
③
の
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

上
野
荘
で
は
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
に
検
注
が
実
施
さ
れ
、
検
注
取
帳
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
検
注
取
帳
に
は
「
河
原
田
」「
河
原
畠
」
の
所
在
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
検
注
取
帳
か
ら
上
野
荘
に
お
け
る
河
原
田
の
所
在
地
を
比
定
し
た
伊
藤
俊
一
氏
に
よ
れ

ば
、
河
原
田
は
郡
里
一
・
二
・
三
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
・
一
四
・
一
五
・
二
二
・
二
三

坪
、
尾
花
里
三
・
九
・
一
〇
・
一
一
坪
に
展
開
し
て
お
り（

６
）、

こ
の
範
囲
は
ま
さ
し
く
③
と

河
道
④
の
間
の
坪
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
「
河
原
田
」
に
限
定
し
て
梅
津
荘
が
進
出
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
梅
津
荘
は
本
来
耕
地
で
あ
っ
た
土
地
を
押
領
し
た
の
で
は
な
く
、
河
道

④
が
移
動
し
た
こ
と
で
出
現
し
た
河
道
跡
地
お
よ
び
河
原
を
耕
地
化
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
③
の
線
は
④
が
河
道
で
あ
っ
た
と
き
の
河
原
の
範
囲
を
示
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
梅
津
荘
の
行
為
は
、
上
野
荘
に
と
っ
て
は
河
道
移
動

前
の
荘
域
内
に
進
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
れ
を
「
押
領
」
と
称
し
て
非
難

し
た
の
だ
ろ
う
。
本
差
図
は
梅
津
荘
が
河
道
跡
地
お
よ
び
河
原
を
開
発
し
耕
地
化
し
て
い

る
こ
と
を
上
野
荘
が
「
押
領
」
と
し
て
問
題
視
し
、
そ
れ
を
図
示
す
る
た
め
に
上
野
荘
側

が
作
成
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

梅
津
荘
に
よ
る
上
野
荘
へ
の
押
領
行
為
は
、
上
野
荘
の
「
四
段
百
卌
歩
」
が
梅
津
荘
に

「
う
ち
と
ら
れ
」
て
い
る
記
述
の
あ
る
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
の
検
注
目
録
や（

７
）、「

梅
津

庄
押
領
地
六
町
余
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
検
注
目
録
な
ど
に

よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
が（

８
）、

本
差
図
か
ら
梅
津
荘
の
押
領
行
為
の
背
景
に
は
河
道

変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

梅
津
荘
に
よ
る
押
領
は
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
も
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
上

野
荘
の
預
所
で
あ
っ
た
道
我
は
梅
津
荘
に
よ
る
押
領
行
為
を
後
宇
多
院
に
訴
え
、
院
宣
が

下
さ
れ
た
。
そ
れ
が
次
の
史
料
で
あ
る（

９
）。

山
城
国
上
野
庄
田
地
行
覚
法
師
濫
妨
事
、
奏
聞
候
之
処
、
可
進
梅
津
庄
文
書
之
由
、

度
々
雖
被
仰
、
于
今
不
進
之
上
、
且
就
寛
喜
・
寛
元
文
書
、
且
任
去
年　

院
宣
、
停

其
妨
、
可
被
全
所
務
者
、
依
御
気
色
執
達
如
件
、



図１　山城国上野荘差図（案）　慶應義塾図書館所蔵・提供
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図２　「山城国上野庄差図」収納袋
　　　（上：表　下：裏）
　　　慶應義塾図書館所蔵・提供

図３　  「山城国上野荘差図（案）」現地比定図　国土地理院標準地図をもと
に作成、差図には地理情報を与えて加工した。

図
４　

山
城
国
上
桂
荘
指
図
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ヌ
函
三
五
一
）

東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ
よ
り
引
用

画像史料解析センター通信
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「
正

（
異
筆
）和

四
│
」

十
一
月
廿
四
日　
　
　

宣
房

謹
上　

大
（
道
我
）納

言
法
印
御
房

本
文
書
で
は
梅
津
荘
に
よ
る
濫
妨
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
判
断
基
準
の
一
つ

に
寛
喜
・
寛
元
の
検
注
帳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
院
宣
を
最
後
に
梅
津
荘
に
よ
る
上
野

荘
へ
の
押
領
行
為
は
史
料
上
に
見
え
な
く
な
り）

10
（

、
道
我
は
相
論
が
一
段
落
し
た
た
め
か
、
自

ら
が
所
持
し
て
い
た
文
書
を
東
寺
の
寺
庫
に
納
め
る
。
そ
れ
が
次
に
掲
げ
る
史
料
で
あ
る）

11
（

。

「
大
（
端
裏
書
）納

言
法
印
送
目
六
」

一
、
山
城
国
拝
師
庄
文
書

一
巻　

院
宣
等

一
巻　

道
願
請
文
等

一
結　

代
々
検
注
張〔

帳
〕案　
嘉
禄　

長
承

建
久　

正
応

一
結　

雑
文
書
等

一
、
同
国
上
野
庄
文
書

二
通　

院
宣　
当
庄
与
梅
津
庄
相
論
事

二
通　

代
々
取
張〔
帳
〕目

六
正
文　
寛
喜
寛
元

一
通　

当
庄
指
図

（
中
略
）

右
文
書
等
、
悉
所
納
寺
庫
之
状
如
件
、

文
保
元
年
四
月　

日

道
我
が
こ
の
と
き
寺
庫
に
納
め
た
上
野
荘
関
係
文
書
は
、「
当
庄
与
梅
津
庄
相
論
事
」

と
い
う
記
述
や
、
寛
喜
・
寛
元
の
検
注
帳
が
同
時
に
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
梅
津

荘
と
の
相
論
関
係
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
「
当
庄
指
図
」
も
納
め
ら

れ
て
お
り
、『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影　

釈
文
編
二　

中
世
一
』
で
は
「
山
城
国
上
桂
荘
指

図
」（
以
下
「
上
桂
荘
指
図
」
と
す
る
）
に
比
定
す
る）

12
（

（
図
４
）。
し
か
し
、「
上
桂
荘
指

図
」
に
は
梅
津
荘
に
よ
る
押
領
行
為
の
記
載
が
な
く
、
本
差
図
に
は
梅
津
荘
に
よ
る
押
領

が
図
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
当
庄
指
図
」
と
は
「
上
桂
荘
指
図
」

で
は
な
く
本
差
図
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
本
差
図
は
正
和
の
相
論
の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

上
野
荘
で
は
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
に
検
注
が
実
施
さ
れ
、
実
検
取
帳
に
は
「
河
」
が

記
載
さ
れ
て
い
る）

13
（

（
表
１
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
差
図
に
河
道
が
描
か
れ
て
い
る
楢
原

里
一
〇
・
一
五
坪
に
は
「
河
」
記
載
が
な
く
、
一
方
で
本
差
図
に
河
道
が
描
か
れ
て
い
な

い
楢
原
里
二
七
坪
に
は
二
反
三
〇
歩
、
二
九
坪
に
は
一
反
の
「
河
」
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
正
和
五
年
段
階
の
桂
川
は
上
野
荘
西
側
の
荘
域
外
を
流
れ
、
楢
原

里
二
七
坪
か
ら
東
進
し
、
同
二
一
坪
・
同
二
九
坪
あ
た
り
を
蛇
行
し
な
が
ら
上
野
荘
内
を

横
断
す
る
形
で
流
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
差
図
に
描
か
れ
て
い
る
河

道
②
と
は
異
な
っ
た
流
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
差
図
を
正
和
の
相
論
の
際
に
描
か
れ
た

も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
お
そ
ら
く
建
長
年
間
か
ら
正
和
年
間
以
前
の
い
ず

れ
か
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
差
図
が
「
当
庄
指
図
」
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
は
正
文
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
も
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
目
は
、「
当
時
川
」
と
し
て

描
か
れ
た
河
道
②
の
年
号
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
相
論
の
最
中
に
描
か

れ
た
差
図
で
あ
れ
ば
、
い
つ
河
道
が
変
更
し
た
か
を
示
す
情
報
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

「
建
長
」
を
「
建
保
」
と
書
き
間
違
え
る
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
二
つ
目
は
「
同
」

や
「
河
」
の
記
載
で
あ
る
。「
同
」
は
河
道
④
の
右
岸
に
沿
う
形
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、

表
１　

正
和
五
年
実
検
取
帳
記
載
「
河
」
所
在
地

面積

200歩

90歩

90歩

2反270歩

2反30歩

1反

330歩

1反

1反120歩

5反184歩

2反270歩

1反180歩

1反33歩

1反120歩

坪

18

19

20

21

27

29

32

10

15

23

24

26

7

7

里名

楢原里

楢原里

楢原里

楢原里

楢原里

楢原里

楢原里

郡里

郡里

郡里

郡里

郡里

足長里

大豆里
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先
述
し
た
よ
う
に
「
押
領
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
郡
里
三
四

坪
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
「
河
」
も
本
来
は
「
同
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
誤
記
し
た
た
め
同

坪
に
「
押
領
」
と
書
き
加
え
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
本
差
図

を
正
文
と
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
現
状
で
は
中
世
の
い
ず

れ
か
の
段
階
で
写
し
た
案
文
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

３　

桂
川
の
河
道
変
遷

　

本
差
図
の
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
桂
川
の
河
道
変
遷
時
期
が
わ
か
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
中
世
に
お
け
る
桂
川
の
河
道
変
遷
に
つ
い
て
は
、
金
田
章
裕
氏
・
田
村
憲
美
氏
・
伊
藤

俊
一
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る）

14
（

。
金
田
氏
は
桂
川
の
河
道
の
あ
り
方
が
わ
か
る
複
数
の
史
料
に

加
え
、「
上
桂
荘
指
図
」
を
通
説
ど
お
り
正
和
五
年
の
も
の
と
し
た
上
で
、
九
世
紀
後
半
に
上

桂
集
落
の
す
ぐ
東
を
南
下
し
て
い
た
河
道
が
、
正
和
五
年
以
前
に
は
上
桂
集
落
と
上
野
集
落

の
間
を
東
進
し
徳
大
寺
集
落
の
東
側
を
南
下
す
る
河
道
へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
さ
ら
に
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
、
桂
川
の
河
道
は
現
河
道
と
ほ

ぼ
同
じ
位
置
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
金
田
氏
の
見
解
を
踏
襲

し
、
さ
ら
に
細
か
く
桂
川
流
路
の
変
遷
時
期
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
の
が
田
村
憲
美
氏

で
あ
る
。
田
村
氏
は
上
野
荘
関
係
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
検
注
帳
類
の
検
討
か
ら
、

一
四
世
紀
後
半
に
は
桂
川
の
河
道
は
現
河
道
付
近
に
到
達
し
た
と
い
う
見
解
を
導
き
出
し

た
。
さ
ら
に
両
者
の
研
究
を
踏
ま
え
、
伊
藤
氏
は
河
道
変
遷
と
河
原
田
の
発
生
、
上
野
荘

に
お
け
る
水
害
の
様
相
と
そ
の
復
旧
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

す
で
に
金
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
桂
川
は
頻
繁
に
河
道
を
変
化
さ
せ
て
い
た

た
め
、
空
中
写
真
に
見
え
る
旧
河
道
も
乱
流
し
た
跡
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
金
田
氏
は
前
述
し
た
河
道
変
遷
の
理
解
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
本
差
図
は
そ
の
理

解
を
さ
ら
に
深
め
る
も
の
で
あ
る
。
本
差
図
河
道
④
の
注
記
に
「
建
保
以
前
往
古
河
」
と

あ
る
よ
う
に
、
河
道
④
は
「
往
古
」
よ
り
の
河
道
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
上
桂
集
落
の
東
を
南
下
し
下
桂
集
落
方
面
へ
と
向
か
う
九
世
紀
の
河
道
は
、
比
較

的
早
い
段
階
で
「
往
古
河
」
と
認
識
さ
れ
る
河
道
④
へ
と
流
路
を
移
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
桂
川
は
建
保
年
間
を
契
機
と
し
て
大
き
く
西
に
移
動
し
、
建
長
年
間
に

は
上
野
荘
内
を
横
断
す
る
形
へ
と
河
道
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
本
差
図
は
金
田
氏
が
指
摘

し
た
桂
川
の
度
重
な
る
河
道
変
化
の
具
体
相
を
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
桂
川
の
河
道
変
遷
に
つ
い
て
、
三
者
の
見
解
に
は
「
上
桂
荘
指
図
」
が
正
和
五

年
の
も
の
と
い
う
前
提
が
あ
る
が
、
本
差
図
は
そ
の
前
提
に
再
検
討
を
促
す
も
の
に
な

る
。
図
６
は
本
差
図
の
上
に
「
上
桂
荘
指
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
河
道
と
正
和
五
年
実
検

取
帳
の
「
河
」
記
載
坪
（
網
掛
部
）
と
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
正
和
五
年
実
検
取
帳

の
「
河
」
記
載
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
河
道
は
楢
原
里
二
七
・
二
一
・
二
九
坪
を
経
過
し
た

後
、
楢
原
里
三
〇
坪
・
郡
里
二
四
・
二
三
坪
を
東
進
し
、
そ
の
後
郡
里
二
六
坪
へ
と
南
進

す
る
。
こ
う
し
た
流
路
は
「
上
桂
荘
指
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
河
道
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
特
に
顕
著
な
の
が
郡
里
二
三
・
二
四
坪
で
あ
る
。
両
坪
は
そ
れ
ぞ
れ
河
道
面
積
が
五

反
一
八
四
歩
・
二
反
二
七
〇
歩
で
あ
り
、
桂
川
の
主
流
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
上
桂
荘
指
図
」
で
は
ほ
と
ん
ど
河
道
が
か
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
上
桂
荘

指
図
」
が
正
和
五
年
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
郡
里
二
四
・
二

三
・
二
六
坪
と
続
く
河
道
は
、
本
差
図
河
道
②
の
流
路
と
似
通
っ
て
お
り
、
河
道
②
の
一

部
は
正
和
五
年
段
階
で
も
桂
川
の
流
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
上
桂
荘
指
図
」
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
稿
の
検
討
範
囲
を
越
え
て
し
ま
う
た
め
詳
述
は
避
け
る
が
、
上

野
荘
の
検
注
帳
類
を
見
る
限
り
康
永
年
間
（
一
三
四
二
〜
四
五
）
あ
た
り
の
も
の
と
思

わ
れ
る）

15
（

。
康
永
四
年
坪
付
注
文
に
は
楢
原
里
二
六
・
二
七
・
二
九
・
三
二
坪
、
郡
里
二

五
・
二
六
坪
が
河
成
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
坪
は
「
上
桂
荘
指
図
」
の
河

道
記
載
坪
に
当
た
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
正
和
五
年
実
検
取
帳
で
「
河
」
記
載
の
な
い

郡
里
二
五
坪
に
二
反
一
七
〇
歩
の
河
成
が
記
載
さ
れ
、
同
二
六
坪
の
河
成
も
三
反
一
二
〇

歩
と
正
和
五
年
実
検
取
帳
よ
り
も
河
成
面
積
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で

あ
る
。
両
坪
の
河
成
面
積
は
他
坪
に
比
較
し
て
も
広
く
、
主
河
道
と
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
加
え
て
、
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
以
来
上
野
荘
と
梅
津
荘
と
は
「
前
河
原
以

下
田
地
」
を
め
ぐ
っ
て
相
論
と
な
っ
て
お
り
、「
上
桂
荘
指
図
」
の
「
河
原
」
記
載
と
の

関
連
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
「
上
桂
荘
指
図
」
は
康
永
年
間
に
作
成
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
は
現
状
と
異
な
る
場
所
に
河
道
が
あ



図５　桂川河道変遷試案図　国土地理院標準地図をもとに作成、差図には地理情報を与えて加工した。
　　　（網掛部は正和五年検注帳記載「河」所在地）
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っ
た
こ
と
に
な
り
、
一
四
世
紀
後
半
あ
る
い
は
一
五
世
紀
前
半
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
期

に
、
現
河
道
へ
と
流
路
を
変
化
さ
せ
る
大
規
模
な
洪
水
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
差
図
の
登
場
に
よ
っ
て
桂
川
の
河
道
変
遷
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二　
「
山
城
国
上
野
荘
坪
付
図
」
に
つ
い
て

１　

文
書
の
体
裁

本
坪
付
図
（
図
７
）
は
三
紙
か
ら
な
っ
て
お
り
、
法
量
は
短
辺
四
二
・
三
×
長
辺
八
二
・

二
㎝
で
あ
る
。
表
面
右
上
に
は
朱
印
で
「
蒼
龍
館
置
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
端
裏
書
や
裏

書
な
ど
は
な
く
、
差
図
の
作
成
年
代
を
直
接
示
す
記
述
は
な
い
。
現
状
の
折
り
目
は
縦
に

四
つ
折
り
、
横
に
二
つ
折
り
し
、
そ
れ
を
三
つ
折
り
に
し
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
三
紙

と
も
に
文
書
全
体
に
わ
た
っ
て
均
等
な
幅
で
の
角
筆
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
角
筆
は
坪
付

が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
確
認
で
き
、
一
紙
に
六
つ
の
里
が
描
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
料
紙
の
質
は
中
世
の
楮
紙
系
統
の
も
の
と
似
て
お
り
、
紙
継
目
に
は
裏
に
補
強

紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
里
全
体
に
わ
た
っ
て
坪
数
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
楢
原
里
・
郡

里
・
足
長
里
・
尾
花
里
で
、
郡
里
の
坪
中
に
は
誤
記
し
た
数
字
の
上
に
正
し
い
数
字
を
重

ね
書
き
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
坪
数
以
外
の
記
述
は
朱
書
き
で
あ
り
、
足
長
里
七
坪
の

「
在
家
」
の
み
が
唯
一
墨
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
紙
目
と
三
紙
目
に
わ
た
っ
て
記
さ

れ
て
い
る
「
大
豆
里
」
の
「
豆
」
は
、
紙
継
目
下
に
も
朱
字
で
「
豆
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

現
状
の
貼
り
継
ぎ
と
は
異
な
っ
た
順
序
で
貼
り
継
が
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

２　

文
書
の
内
容

　

本
坪
付
図
の
朱
筆
で
囲
ま
れ
て
い
る
部
分
お
よ
び
「
曽
祢
里
」
七
坪
、「
村
合
里
」
六
・

八
・
二
二
・
二
三
坪
、「
荒
木
里
」
一
四
坪
、「
大
豆
里
」
七
・
八
坪
が
上
野
荘
の
荘
域
に

あ
た
る
。
朱
筆
で
囲
む
表
現
や
そ
の
範
囲
に
お
け
る
朱
筆
の
記
述
内
容
な
ど
は
「
上
桂
荘

指
図
」
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
上
桂
荘
指
図
」
と
は
筆
跡
は
異
な
り
、
ま
た
本

坪
付
図
に
は
「
上
桂
荘
指
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
河
道
や
「
河
原
」
記
述
な
ど
も
な
い
た

め
、「
上
桂
荘
指
図
」
の
写
し
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
上
野
荘
の
範
囲
を
記
す
た
め



図６　山城国上野荘坪付図　慶應義塾図書館所蔵・提供
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に
「
上
桂
荘
指
図
」
を
参
考
に
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
坪
付
図
の
重
要
な
点
は
、
曽
祢
里
・
村
合
里
・
荒
木
里
・
大
豆
里
・
桑
原
里
の
所
在

地
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
野
荘
の
所
在
地
は
検
注
帳
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

里
名
と
「
上
桂
荘
指
図
」
に
よ
っ
て
、
楢
原
里
・
郡
里
・
足
長
里
・
尾
花
里
に
つ
い
て
は

判
明
し
て
い
た
が
、
曽
祢
里
以
下
の
所
在
地
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
点
、
本
坪
付
図
に
よ
っ
て
上
野
荘
荘
域
の
全
体
像
が
把
握
で
き
る
事
の
意
義
は

大
き
い
。
た
だ
し
、
本
坪
付
図
に
記
さ
れ
て
い
る
曽
祢
里
以
下
の
所
在
地
を
そ
の
ま
ま
現

地
比
定
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
条
里
プ
ラ
ン
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
葛
野
郡
・
乙

訓
郡
の
里
の
現
地
比
定
と
齟
齬
を
き
た
す
。
例
え
ば
、
本
坪
付
図
で
は
尾
花
里
の
南
に
村

合
里
、
荒
木
里
と
続
い
て
い
る
が
、
葛
野
郡
・
乙
訓
郡
の
条
里
プ
ラ
ン
を
復
原
し
た
金
田

氏
は
尾
花
里
の
南
は
荒
木
西
里
、
そ
の
南
は
シ
マ
タ
カ
里
に
比
定
し
て
い
る）
16
（

。
加
え
て
、

曽
祢
里
や
大
豆
里
と
の
関
連
が
推
測
で
き
る
「
曽
祢
西
里
」
や
「
大
豆
田
里
」
は
、
楢
原

里
の
北
東
に
位
置
す
る
条
里
に
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
桑
原
里
に
つ
い
て
は
青
山
宏
夫

氏
が
こ
れ
も
楢
原
里
の
北
東
に
位
置
す
る
条
里
に
比
定
す
る
な
ど
、
本
坪
付
図
に
記
さ
れ

て
い
る
里
の
所
在
地
と
は
異
な
っ
た
見
解
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る）

17
（

。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の

里
が
複
数
の
名
称
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
同
じ
里
を
別
の
名
称
で
呼
ん
で
い

る
可
能
性
も
あ
る
。
先
行
研
究
で
導
き
出
さ
れ
た
結
論
と
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に

も
、
今
後
も
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
な
お
、
本
坪
付
図
の
作
成
年
次
に
つ
い
て
は

不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
多
分
に
推
測
を
重
ね
た
記
述
で
は
あ
る
が
、
桂
川
の
河
道
変
遷
な
ら
び
に
上
野

荘
に
属
す
る
里
の
所
在
地
を
示
す
二
点
の
史
料
を
紹
介
し
た
。
い
ず
れ
の
史
料
も
今
後
の

上
野
荘
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

さ
て
、
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
最
後
に
も
う
一
点
の
み
指
摘
し
た
い
。
第
一
節
で
は

道
我
が
寺
庫
に
納
め
た
文
書
の
中
に
「
当
庄
指
図
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
回
紹
介
し
た
本

差
図
の
正
文
に
あ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
道
我
は
康
永
二
年
に
死
去
す
る
が
、
そ
の
後

道
我
が
寺
庫
に
納
め
た
文
書
の
目
録
が
再
度
作
成
さ
れ
て
い
る）
18
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
保

元
年
に
「
当
庄
指
図
」
と
同
時
に
納
め
ら
れ
た
院
宣
二
通
と
寛
喜
・
寛
元
取
帳
目
録
は
康

永
二
年
の
文
書
目
録
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
当
庄
指
図
」
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

康
永
二
年
は
「
前
河
原
」
を
め
ぐ
っ
て
梅
津
荘
と
の
相
論
が
発
生
し
て
い
た
た
め
、
そ
の

参
考
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
す
で
に
寺
僧
ら
は
「
当
庄
指

図
」
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
差
図
伝
来
の
経
緯
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
な
る
検
討
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

注（
１
）
一
戸
渉
監
修
『
橋
本
経
亮
旧
蔵　

香
果
遺
珍
目
録
』（
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
二
一
年
三
月
）

（
２
）
前
掲
注
一
目
録
「
解
題
」、
一
戸
渉
『
上
田
秋
成
の
時
代
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）

第
四
章
お
よ
び
資
料
編

（
３
）
料
紙
の
質
に
つ
い
て
は
高
橋
敏
子
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
戸
渉
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
本
差
図
の
閲
覧
や
画
像
の

提
供
な
ど
に
つ
い
て
、
一
戸
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ

た
い
。

（
５
）
玉
手
則
光
山
城
国
上
野
荘
寄
進
状
案
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ヨ
函
八
四
―
一
〇
）

（
６
）
伊
藤
俊
一
「
山
城
国
上
野
荘
の
水
害
と
再
開
発
」（『
日
本
史
研
究
』
六
七
五
、
二
〇
一
八
年
）

な
お
、
康
永
四
年
に
は
検
注
取
帳
の
ほ
か
に
河
原
田
の
み
を
記
し
た
注
文
も
残
さ
れ
て
い
る

（「
東
寺
百
合
文
書
」
ア
函
五
三
・
五
四
）。
こ
の
河
原
田
田
数
注
文
は
名
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
の
な
か
に
は
検
注
取
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
の
両
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
７
）「
東
寺
百
合
文
書
」
カ
函
一
五

（
８
）「
東
寺
文
書
」
追
加
購
入
分
四

（
９
）
後
宇
多
法
皇
院
宣
（「
東
寺
百
合
文
書
」
せ
函
南
朝
文
書
一
）

（
10
）
た
だ
し
、
暦
応
年
間
か
ら
貞
和
年
間
に
か
け
て
、
今
度
は
上
野
荘
に
よ
る
梅
津
荘
へ
の
押
領

行
為
を
訴
え
る
相
論
が
発
生
す
る
。

（
11
）
大
納
言
法
印
道
我
所
進
文
書
目
録
（「
東
寺
百
合
文
書
」
メ
函
一
〇
五
）

（
12
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影　

釈
文
編
二　

中
世
一
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
六
年
）

（
13
）
上
桂
荘
実
検
取
帳
（「
東
寺
百
合
文
書
」
チ
函
九
）

（
14
）
金
田
章
裕
「
中
世
の
村
落
」（
藤
岡
謙
二
郎
ほ
か
編
『
講
座
考
古
地
理
学
四　

村
落
と
開
発
』
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学
生
社
、
一
九
八
五
年
）、
同
「
上
桂
庄
差
図
と
桂
川
」（
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
宝
物
館
編

『
東
寺
と
そ
の
庄
園
』
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
宝
物
館
、
一
九
九
三
年
）、
同
『
微
地
形
と
中
世

村
落
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、
田
村
憲
美
「
日
本
中
世
史
研
究
と
高
分
解
能
古
気
候

復
元
―
そ
の
理
論
的
準
備
と
山
城
国
上
桂
荘
を
事
例
と
す
る
一
試
行
―
」（『
日
本
史
研
究
』
六

四
六
、
二
〇
一
六
年
）、
伊
藤
俊
一
前
掲
注
六
論
文

（
15
）
武
田
修
氏
は
正
和
五
年
実
検
取
帳
で
把
握
さ
れ
て
い
る
荘
域
と
「
上
桂
荘
指
図
」
に
描
か
れ

て
い
る
範
囲
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、「
上
桂
荘
指
図
」
の
作
成
年
代
を
正
和
五
年
で
は
な
く
長
徳

三
年
（
九
九
七
）
に
比
定
し
て
い
る
（
武
田
修
「
長
徳
三
年
玉
手
則
光
寄
進
状
と
上
桂
庄
差
図

に
つ
い
て
」『
資
料
館
紀
要
』
二
二
、
一
九
九
四
年
）。
た
だ
し
こ
の
比
定
に
つ
い
て
は
、「
上
桂

荘
指
図
」
は
荘
内
を
通
過
す
る
河
道
を
描
く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
た
め
散
在
田
坪
は
省
略

さ
れ
た
、
と
い
う
伊
藤
俊
一
氏
の
批
判
も
あ
る
（
前
掲
注
六
論
文
）。

（
16
）
金
田
章
裕
『
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
研
究
』（
大
明
堂
、
一
九
八
五
年
）、
同
『
古
代
景

観
史
の
探
求
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。
な
お
、『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影　

釈
文
編
二　

中
世
一
』（
前
掲
註
一
二
）
で
は
「
山
城
国
川
嶋
南
荘
指
図
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
荒
木
里
」
を

「
荒
木
西
里
」
と
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
17
）
青
山
宏
夫
「
平
安
京
西
郊
桂
川
の
河
道
変
化
と
耕
地
開
発
―
葛
野
郡
班
田
図
か
ら
松
尾
社
境

内
図
ま
で
―
」（
金
田
章
裕
編
『
平
安
京
―
京
都　

都
市
図
と
都
市
構
造
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
〇
七
年
）

（
18
）
山
城
国
上
野
荘
文
書
目
録
（「
東
寺
百
合
文
書
」
カ
函
三
七
）

（
学
術
専
門
職
員
／
荘
園
絵
図
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

第
三
三
回
慶
應
義
塾
図
書
館
貴
重
書
展
示
会

　

会
期
：
二
〇
二
一
年
一
〇
月
六
日
（
水
）
〜
一
二
日
（
火
）

　
　
　
　

九
時
〜
二
一
時
（
最
終
日
は
一
六
時
閉
場
）　

入
場
無
料

　

会
場
：
丸
善
・
丸
の
内
本
店
四
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一－

六－

四 

丸
の
内
オ
ア
ゾ
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
〇
三－

五
二
八
八－

八
八
八
一

　

協
賛
：
丸
善
雄
松
堂
株
式
会
社 　

協
力
：
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
：
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
准
教
授　

一
戸 

渉

　
　

①
一
〇
月
八
日
（
金
）
一
八
時
〜 　

②
一
〇
月
一
〇
日
（
日
）
一
四
時
〜

　
　

各
回
二
〇
名
ま
で
の
事
前
申
込
制
（
先
着
順
）・
申
込
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
。

　
　
　

https://libguides.lib.keio.ac.jp/m
it_annual_exhibition

　

東
寺
旧
蔵
〔
山
城
国
上
野
庄
差
図
〕
は
慶
應
義
塾
図
書
館
が
主
催
す
る
下
記
の
展
示
会

に
出
品
さ
れ
ま
す
。
国
学
者
橋
本
経つ

ね

亮す
け

の
旧
蔵
資
料
を
核
に
、
当
該
差
図
を
は
じ
め
複
数

の
東
寺
旧
蔵
品
、
ま
た
摸
写
や
模
造
、
図
像
資
料
、
典
籍
な
ど
約
八
〇
点
が
並
び
ま
す
。



新
刊
紹
介

『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
』
釈
文
編
三
・
中
世
二　

内
容
一
覧

※
を
付
し
た
絵
図
は
、
本
編
で
示
し
た
絵
図
名
か
ら
変
更

＃
を
付
し
た
絵
図
は
、
プ
レ
ー
ト
図
な
し
（
解
説
冊
子
に
ト
レ
ー
ス
図
あ
り
）
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１　

大
和
国
佐
保
新
免
田
土
帳　

一

２　

大
和
国
佐
保
新
免
田
土
帳　

二　

＃

３　

大
和
国
佐
保
新
免
田
土
帳　

三　

＃

４　

大
和
国
西
大
寺
敷
地
図　

一

５　

大
和
国
西
大
寺
敷
地
之
図

６　

大
和
国
西
大
寺
敷
地
図　

二

７　

大
和
国
西
大
寺
往
古
敷
地
図　
　

８　

大
和
国
添
下
郡
平
城
京
条
里
図　

※

９　

大
和
国
西
大
寺
与
秋
篠
寺
堺
相
論
絵
図　

一

10　

大
和
国
西
大
寺
与
秋
篠
寺
堺
相
論
絵
図　

二

11　

大
和
国
西
大
寺
領
之
図

12　

大
和
国
西
大
寺
辺
四
陵
図

13－

１　
大
和
国
小
五
月
郷
指
図
（
断
簡
一
）
＃

13－

２　
大
和
国
小
五
月
郷
指
図
（
断
簡
二
）
＃

13－

３　
大
和
国
小
五
月
郷
指
図
（
断
簡
三
）
＃

13－

４　
大
和
国
小
五
月
郷
指
図
（
断
簡
四
）
＃

14　

大
和
国
小
五
月
郷
指
図
写

　
　
（
別
図　

大
和
国
小
五
月
郷
指
図
断
簡
配
置
図
）

15　

大
和
国
小
五
月
郷
差
図
写

16　

大
和
国
岩
井
川
分
水
指
図

17　

大
和
国
岩
井
河
南
岸
諸
荘
園
図　

＃

18　

大
和
国
若
槻
荘
土
帳　

一

19　

大
和
国
若
槻
荘
土
帳　

二
（
断
簡
）

20　

大
和
国
横
田
荘
土
帳

21　

大
和
国
池
田
荘
与
井
殿
荘
堺
溝
相
論
指
図

22　

大
和
国
倉
荘
土
帳

23　

大
和
国
虚
空
蔵
寺
領
絵
図

24　

大
和
国
乙
木
荘
土
帳　

一

25　

大
和
国
乙
木
荘
土
帳　

二

26　

大
和
国
中
山
荘
土
帳

27　

大
和
国
楊
本
荘
条
里
図　

＃

28　

大
和
国
出
雲
荘
土
帳

29　

大
和
国
城
上
郡
東
郷
杖
田
田
地
差
図　

※
＃

30　

大
和
国
百
済
一
荘
之
内
屋
敷
田
畠
差
図

31　

大
和
国
忌
部
荘
差
図　

一

32　

大
和
国
忌
部
荘
差
図　

二

33　

大
和
国
古
木
本
新
両
荘
北
円
堂
領
土
帳
（
断
簡
一
）
※

34　

大
和
国
古
木
本
新
両
荘
北
円
堂
領
土
帳
（
断
簡
二
）
※

35　

大
和
国
膳
夫
荘
差
図

36　

大
和
国
東
喜
殿
荘
与
南
喜
殿
荘
用
水
相
論
指
図

37　

大
和
国
磯
野
荘
差
図

38　

大
和
国
宿
院
荘
土
帳

39　

大
和
国
箸
喰
荘
差
図　

一

40　

大
和
国
箸
喰
荘
差
図　

二

41　

大
和
国
た
ふ
い
山
古
図　

＃

42　

大
和
国
長
瀬
荘
与
伊
賀
国
黒
田
荘
堺
相
論
絵
図
（
断
簡
）
※
＃

43　

大
和
国
河
上
荘
四
目
谷
田
差
図　

＃

44　

大
和
国
河
上
荘
九
月
廿
四
日
湯
田
差
図　

＃

45　

大
和
国
奈
良
南
市
東
観
音
堂
領
并
十
三
重
領
指
図　

※
＃

46　

大
和
国
平
群
郡
夜
摩
郷
神
南
御
油
田
地
差
図　

※
＃



　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

本
年
八
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
史
料
編
纂
所
電
算
機
リ
プ
レ
イ
ス
に
伴
い
、
奈
良

文
化
財
研
究
所
と
共
同
に
て
運
営
し
て
ま
い
り
ま
し
た
『
電
子
く
ず
し
字
辞
典
デ
ー

タ
ー
ベ
ー
ス
』『
木
簡
庫
』
連
携
検
索
を
閉
鎖
い
た
し
ま
す
。
同
様
の
機
能
は
、「
史

的
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
連
携
検
索
シ
ス
テ
ム
」
に
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
「
花
押
カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
つ
き
ま
し
て
も
、
新

た
な
「
花
押
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
へ
と
移
行
し
、
公
開
対
象
を
本
所
所
蔵
「
花
押
彙

纂
」
へ
と
変
更
い
た
し
ま
す
（
次
号
に
て
紹
介
予
定
）。

画像史料解析センター通信
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47　

伊
勢
国
智
積
与
川
嶋
山
田
境
差
図　

一

48　

伊
勢
国
智
積
与
川
嶋
山
田
境
差
図　

二

49　

伊
勢
国
稲
生
三
社
絵
図

50　

伊
勢
国
櫛
田
川
下
流
地
域
絵
図

51　

伊
勢
国
宇
治
郷
鹿
海
村
北
岡
差
図
写　

一　

※
＃

52　

伊
勢
国
宇
治
郷
鹿
海
村
北
岡
差
図
写　

二　

※
＃

53　

伊
勢
国
箕
曲
郷
法
常
住
院
領
差
図
写　

※
＃

54　

伊
勢
国
箕
曲
郷
河
辺
村
度
会
元
益
跡
屋
敷
地
差
図
写　

＃

55　

伊
勢
国
箕
曲
郷
河
辺
村
度
会
元
益
女
子
等
跡
屋
敷
地
差
図
写　

＃

56　

丹
波
国
吉
富
荘
絵
図
写

57　

丹
波
国
安
国
寺
境
内
図

58　

丹
波
国
大
山
荘
西
田
井
村
用
水
指
図

59　

丹
波
国
大
山
荘
西
田
井
村
用
水
指
図
写

60　

丹
波
国
大
山
荘
井
手
指
図　

＃

61　

丹
波
国
出
雲
神
社
領
牓
示
絵
図

62　

丹
波
国
野
口
荘
神
尾
一
切
経
蔵
領
長
谷
古
図　

※
＃

63　

丹
波
国
野
口
荘
神
尾
一
切
経
蔵
領
中
野
古
図　

※
＃

64　

摂
津
国
郡
家
井
手
検
知
指
図　

＃

65　

摂
津
国
垂
水
荘
指
図

66　

摂
津
国
垂
水
荘
三
国
川
中
島
差
図　

※

67　

摂
津
国
広
徳
寺
門
前
小
路
差
図　

＃

68　

摂
津
国
大
覚
寺
絵
図　

※

69　

摂
津
国
大
覚
寺
敷
地
四
方
指
図　

※
＃

70　

和
泉
国
日
根
野
村
近
隣
絵
図

71　

和
泉
国
日
根
野
村
絵
図

72　

河
内
国
高
向
荘
絵
図

全
三
三
八
頁
、
本
体
二
四
、
〇
〇
〇
円

解  

説
冊
子
（
Ａ
四
判
）
一
九
四
頁
：
法
量
・
紙
面
構
成
、
校
注
、
形
態
・
書
誌
、
関
係
史

料
・
参
考
文
献
・
比
定
地
、
全
点
の
釈
文
図
（
Ａ
四
判
）

釈
文
図
（
Ａ
三
判
）
一
四
四
頁
：
Ａ
二
判
二
〇
図
、
Ａ
三
判
二
八
図



文  

献  

案  

内

　

中
世
の
神
社
境
内
図
と
し
て
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
、
下
鴨
社
家
の
鴨
脚
家
伝
来
、
京

都
国
立
博
物
館
所
蔵
「
賀
茂
御
祖
神
社
絵
図
」（
重
要
文
化
財
）
に
関
す
る
詳
論
で
、
制

作
年
代
・
背
景
の
再
検
討
に
及
ぶ
。
以
下
、「
ｅ
国
宝
」
で
の
公
開
画
像
も
参
照
。

　

は
じ
め
に
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
及
ぶ
制
作
年
代
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理

し
、
江
戸
時
代
中
期
以
来
の
「
斎
院
御
所
」
の
比
定
に
つ
い
て
、
本
図
の
西
北
部
「
御

所
」
で
は
な
く
、
馬
場
西
の
「
神
館
屋
御
所
」
と
改
め
る
。
つ
い
で
建
久
九
年
（
一
一
九

八
）
後
鳥
羽
院
政
開
始
と
と
も
に
行
わ
れ
た
御
幸
の
記
録
に
よ
り
、
恒
例
の
賀
茂
祭
な

ど
の
「
内
御
所
」
と
、
後
白
河
院
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
御
幸
・
参
籠
に
用
い
る

「
外
御
所
」
と
を
確
認
す
る
。「
外
御
所
」
は
後
鳥
羽
院
の
参
籠
で
定
宿
と
さ
れ
、
本
図
の

「
御
所
」
の
構
成
と
も
対
応
す
る
。
本
図
「
御
所
」
の
周
辺
に
は
加
筆
・
押
紙
が
多
数
あ

り
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
亀
山
院
参
籠
の
際
の
指
図
（
同
じ
く
鴨
脚
家
伝
来
）
と
比

較
す
る
に
、
加
筆
後
の
状
態
が
指
図
と
よ
く
照
応
す
る
。
本
図
の
原
本
成
立
は
鎌
倉
期
に

遡
り
、
亀
山
院
政
期
頃
に
加
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

治
天
の
賀
茂
参
籠
に
つ
い
て
、
後
白
河
院
か
ら
伏
見
院
ま
で
の
事
例
を
網
羅
し
、
性
格

の
推
移
を
整
理
す
る
。
宿
泊
を
伴
う
参
籠
は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
後
白
河
院
が
初

例
と
目
さ
れ
、
石
清
水
参
籠
を
含
め
た
法
華
経
千
部
転
読
の
一
部
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
で

は
斎
院
制
度
と
の
入
れ
替
わ
り
、
社
家
・
氏
人
と
の
関
係
な
ど
、
権
力
強
化
と
の
軌
を
一

に
す
る
。
後
嵯
峨
院
の
も
と
で
石
清
水
参
籠
が
恒
例
化
し
た
が
、
賀
茂
は
そ
こ
ま
で
に
は

至
ら
ず
、
後
深
草
院
は
消
極
的
で
、
亀
山
院
は
七
箇
日
参
籠
か
ら
宮
廻
を
繰
り
返
す
百
度

詣
へ
と
発
展
さ
せ
、
後
宇
多
院
か
ら
後
伏
見
院
で
は
頻
度
と
規
模
が
縮
小
す
る
。
本
図
へ

の
加
筆
も
、
亀
山
院
政
期
に
必
要
と
さ
れ
た
蓋
然
性
が
あ
る
。

　

本
図
に
は
、
宮
廻
の
経
路
や
従
者
を
含
め
た
宿
所
を
確
認
す
る
機
能
に
加
え
て
、
社

殿
・
御
所
等
の
あ
る
べ
き
姿
を
記
録
し
、
修
造
経
費
の
負
担
を
め
ぐ
る
朝
廷
と
神
社
と
の

関
係
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
た
と
評
価
す
る
。

（
藤
原
重
雄
）

樋
笠
逸
人
「
鴨
社
古
図
（
賀
茂
御
祖
神
社
絵
図
）
と
賀
茂
社
御
参
籠
」（
橋
本
政
宣
・
宇

野
日
出
生
編
『
賀
茂
信
仰
の
歴
史
と
文
化
』
神
社
史
料
研
究
会
叢
書
第
六
輯
、
思
文
閣

出
版
、
二
〇
二
〇
年
四
月
）

　

熊
本
城
と
城
下
の
総
合
的
な
調
査
研
究
の
た
め
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
設
置
さ
れ
た

熊
本
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
報
告
書
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
三
月
に
整
備
事
業
編

が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
熊
本
地
震
が
発
生
し
、
熊
本
城
も
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。

歴
史
資
料
編
・
調
査
研
究
編
は
、
そ
の
復
旧
事
業
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
調
査
・
研
究

の
成
果
も
含
め
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

歴
史
資
料
編
は
熊
本
城
に
関
す
る
主
要
な
文
献
史
料
、
絵
図
・
地
図
、
写
真
を
収
録
す

る
。
文
献
史
料
は
中
世
の
隈
本
城
か
ら
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
の
復
原
工
事
仕
様
書

ま
で
を
取
り
上
げ
る
。
近
世
分
の
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
の
一
部
は
、
今
回
新
た
に
翻
刻

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
絵
図
・
地
図
は
城
絵
図
・
屋
敷
割
図
・
修
補
願
絵
図
や
、
鎮
台
・

師
団
関
係
図
な
ど
六
九
点
の
図
版
と
解
説
を
掲
載
す
る
。
写
真
は
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
以
降
の
一
一
六
点
を
掲
載
し
、
撮
影
場
所
・
時
期
等
も
考
証
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら

に
報
告
書
収
録
分
以
外
も
含
め
た
リ
ス
ト
が
あ
り
、
現
時
点
で
把
握
さ
れ
て
い
る
熊
本
城

関
係
の
文
献
・
画
像
史
料
の
全
体
像
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

調
査
研
究
編
は
こ
れ
ま
で
約
六
〇
年
間
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
総
括
す
る
も
の
で
、
遺

構
の
図
面
・
写
真
、
出
土
資
料
の
実
測
図
を
多
数
掲
載
す
る
。
付
論
と
し
て
「
熊
本
城
の

石
垣
変
遷
」、「
熊
本
城
の
出
土
瓦
編
年
試
案
」
の
二
編
を
収
録
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
様
な
史
料
を
も
と
に
総
合
的
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
熊
本
城
研

究
の
現
在
地
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
近
世
の
被
災
と
修
理
の
履
歴
は
文
書
・
絵
図

か
ら
丁
寧
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
例
え
ば
石
垣
遺
構
を
分
析
す
る
上
で
も
前

提
と
な
る
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
関
係
す
る
未
調
査
の
史
料
も
ま
だ
豊
富
に
存
在
す
る
と

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
新
た
な
成
果
も
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
財
の
「
活

用
」
が
推
進
さ
れ
る
昨
今
で
あ
る
が
、
調
査
・
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
た
適
切
な
遺
構
の

保
存
・
整
備
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
二
分
冊
の
大
部
な
報

告
書
だ
が
、
熊
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
同
セ
ン
タ
ー
刊
行
物
紹
介
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
さ

れ
て
お
り
入
手
も
容
易
で
あ
る
。

（
林　

晃
弘
）

熊
本
市
熊
本
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
特
別
史
跡
熊
本
城
跡
総
括
報
告
書
』
歴
史
資
料

編
（
二
〇
一
九
年
三
月
）・
同
調
査
研
究
編
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
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南
都
七
大
寺
の
一
つ
と
し
て
寺
勢
を
極
め
た
元
興
寺
は
、
中
世
に
変
容
を
遂
げ
、
宝
徳

三
年
（
一
四
五
一
）
の
土
一
揆
に
よ
っ
て
主
要
伽
藍
の
ほ
と
ん
ど
を
焼
失
し
て
衰
退
す
る

が
、
そ
の
法
灯
は
分
立
し
た
華
厳
宗
元
興
寺
（
五
重
塔
跡
、
観
音
堂
）・
真
言
律
宗
元
興

寺
（
極
楽
坊
）・
真
言
律
宗
小
塔
院
の
三
寺
院
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
守
ら
れ
て
い
る
。

　

飛
鳥
か
ら
平
城
京
に
移
転
し
て
一
三
〇
〇
年
と
な
っ
た
二
〇
一
八
年
、
こ
れ
を
記
念
し

た
展
覧
会
や
講
演
会
な
ど
が
三
寺
院
と
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
と
の
共
催
で
開
催
さ
れ

た
。
そ
の
準
備
過
程
に
お
い
て
、
華
厳
宗
元
興
寺
に
聖
教
や
経
典
、
位
牌
や
工
芸
品
な
ど

の
未
調
査
資
料
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
各
分
野
の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
は
す
で
に
展
覧
会
図
録
や
調
査
報
告
書
と
し
て
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
本
報
告
書
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
火
災
以
前
の
境
内
地
の
様
相
や
信
仰

の
あ
り
方
を
探
る
べ
く
実
施
さ
れ
た
石
造
物
調
査
の
成
果
で
あ
り
、
第
１
章
か
ら
第
４
章

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
５
章
は
令
和
元
年
の
古
文
書
調
査
後
に
見
つ
か
っ
た

古
文
書
や
境
内
図
を
掲
載
す
る
。

　

華
厳
宗
元
興
寺
に
は
安
政
六
年
の
火
災
で
焼
失
し
た
五
重
塔
（
奈
良
時
代
）
の
礎
石
か

ら
昭
和
十
五
年
銘
の
標
石
ま
で
、
二
九
三
点
の
石
造
物
が
所
在
す
る
。
第
１
章
で
は
こ
れ

ら
を
時
代
ご
と
に
概
説
し
、
種
類
・
法
量
・
材
質
・
銘
文
と
い
っ
た
基
礎
的
項
目
を
石
造

物
一
覧
と
し
て
掲
載
す
る
。
第
２
章
で
は
本
堂
周
辺
に
散
在
す
る
礎
石
の
石
材
種
類
と
形

状
を
分
析
し
た
結
果
、
蘇
我
氏
と
関
係
の
深
い
榛は

い

原ば
ら

石い
し

（
流
紋
岩
質
溶
結
凝
灰
岩
）
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
石
材
が
平
城
京
内
で
使
用
さ
れ
る
希
少
性
に
つ

い
て
も
言
及
す
る
。
第
３
章
で
は
五
重
大
塔
の
一
七
基
の
礎
石
を
礎
石
柱
座
の
形
状
と
配

置
、
帯
磁
率
を
検
討
し
、
他
寺
院
か
ら
の
搬
入
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
第
４
章

の
「
啼
燈
籠
」
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
研
究
や
古
文
書
調
査
成
果
も
援
用
し
、
別
の
燈
籠

の
部
材
と
の
混
在
の
可
能
性
と
そ
の
時
期
に
言
及
す
る
な
ど
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
。

　

今
後
も
多
角
的
視
点
か
ら
の
史
実
の
発
掘
に
よ
っ
て
、「
な
ら
ま
ち
」
の
下
に
眠
る
か
つ

て
の
巨
大
寺
院
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
（
太
田
ま
り
子
）

公
益
財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
『
華
厳
宗
元
興
寺
所
蔵
石
造
物
調
査
報
告
書
』

（
同
、
二
〇
二
一
年
二
月
）

　
「
く
ど
き
ぶ
し
」
は
七
七
調
の
詞
章
で
一
定
旋
律
を
繰
り
返
し
、
災
禍
・
時
事
や
心
中
物

と
い
っ
た
人
々
の
関
心
事
を
叙
事
的
に
唄
っ
た
歌
謡
で
あ
る
。「
サ
ア
ェ
」「
や
ん
れ
」
と
い

っ
た
囃
子
言
葉
も
特
徴
と
な
る
。
中
世
以
来
の
語
り
物
で
あ
る
説
教
節
や
、
三
味
線
の
伴
奏

を
伴
う
門
付
と
し
て
芸
能
化
し
た
歌
祭
文
な
ど
、
様
々
な
声
の
芸
能
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、

特
に
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
流
行
し
た
も
の
で
、
そ
の
面
影
は
盆
踊
り
や
瞽

女
唄
に
留
め
る
と
さ
れ
る
。
娯
楽
や
情
報
が
少
な
か
っ
た
時
代
に
流
行
唄
と
し
て
人
々
を
楽

し
ま
せ
、
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
詞
章
を
摺
っ
た
数
多
の
摺
物
の
存
在
が
示
し
て
い
る
。

　

本
書
は
そ
う
し
た
「
く
ど
き
ぶ
し
」
に
着
目
し
、
往
時
の
人
々
の
関
心
事
を
掘
り
起
こ

し
た
も
の
で
、
四
七
件
の
翻
刻
を
表
紙
画
像
と
共
に
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
史
料
を
一
四
項

目
（
地
震
／
火
災
／
風
水
害
／
病
気
／
信
仰
／
道
中
記
／
世
相
／
開
国
／
経
済
／
伝
承
／

治
安
／
女
三
題
／
心
中
／
ち
ょ
ぼ
く
れ
）
に
分
類
し
、〔
参
考
〕
と
し
て
語
注
や
当
時
の

世
相
に
関
す
る
注
釈
で
理
解
を
助
け
る
。
ま
た
巻
末
に
は
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年

の
『
佐
渡
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
く
ど
き
節
の
今
昔
」
を
参
考
資
料
と
し
て
載
せ
る
。

明
治
も
末
に
な
れ
ば
、
す
で
に
往
時
の
勢
い
は
失
わ
れ
た
様
子
が
伝
わ
る
と
共
に
、
今
と

な
っ
て
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
摺
物
購
買
層
に
つ
い
て
も
、
需
要
は
冬
の
農
閑
期

に
集
中
す
る
こ
と
、
活
版
で
は
な
く
仮
名
つ
づ
り
の
木
版
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
数
字
を
挙
げ
な
が
ら
地
域
の
出
版
文
化
や
流
通
事
情
を
記

す
そ
の
記
事
は
、
江
戸
後
期
の
庶
民
向
け
情
報
誌
の
性
格
も
有
し
た
「
く
ど
き
ぶ
し
」
が

伝
え
る
情
報
と
は
性
質
が
異
な
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
対
比
に
よ
っ
て
摺
物

か
ら
新
聞
へ
、
新
聞
雑
誌
の
文
化
が
新
た
な
近
代
の
情
報
源
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
一
端

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
作
成
に
際
し
て
当
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ

ー
発
行
の
『
風
説
留
中
画
像
史
料
一
覧
（
稿
）』（
一
九
九
九
年
）、『
摺
物
総
合
編
年
目
録

（
第
二
稿
）
補
遺
』（
二
〇
一
九
年
）
を
ご
活
用
い
た
だ
け
た
と
あ
る
。『
摺
物
総
合
編
年

目
録
（
第
二
稿
）』（
二
〇
〇
〇
年
）
も
含
め
、
入
手
ご
希
望
の
方
は
当
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
送
料
実
費
で
お
届
け
す
る
事
が
可
能
で
す
。

（
三
島
暁
子
）

倉
田
喜
弘
編
著
『
く
ど
き
ぶ
し
の
世
界
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
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本所所蔵の画像史料
　　　『盆菖図譜』［溝口家史料－175]

全図は「所蔵史料目録データベース」をご参照ください。
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　新発田藩主の溝口直諒（1799 ～ 1858）の奇石コレクションの写生図譜。安政二年（1855）の序によると、
いずれも江戸染井の花屋粂蔵（番付に石菖師と載る）から譲り受けたもので、嘉永元年（1848）より蒐集を
始め、四段の大棚と別の小棚とに52種58点を配するまでになり、藩御用絵師の林勝鱗（1831 ～ 88）に縮図
させた。安永三年に7点の図を末尾に追加している。水盤に石を配して石菖を植える盆山（石菖盆）の様式
で、鑑賞指南書にみられる盆石の美意識をふまえた形姿の石も含まれるが、木内石亭（1724 ～ 1808）が集
成したような産地・分類名称が付せられ、再現性高い描法からも、博物学的な関心にもとづく。 （藤原重雄）
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青木智史「天理図書館蔵『瀬戸内海西海航路図屏風』について―自然科学分析調査と描画内容の検討―」『ビブリア』154　2020.10
柳澤和明「多賀城碑にみえる唐の四至八到記載様式の影響」 『歴史』135　2020.10
松崎憲三「板橋区内の三山碑（塔）」 『板橋史談』306　2020.11
楠根圭子「17 世紀前半のヨーロッパにおける「日本の磔刑」をめぐる論争と宗教美術」『キリシタン文化研究会会報』156　2020.11
張　思捷「黒田荘一円寺領化過程の再検討―その荘園成立史における位置づけをめぐって―」『九州史学』186　2020.11
大久保純一「錦絵に見る料理茶屋情報」 『国立歴史民俗博物館研究報告』222　2020.11
西田亜未「近世後期における芝居町絵図の変遷と資料活用について」 『国立歴史民俗博物館研究報告』222　2020.11
鵜飼幸雄「諏訪上社前宮御室考」 『信濃』72-12　2020.11
石井裕一朗「『諏訪大明神絵詞』外題・奥書考」 『信濃』72-12　2020.11
石田正道「泉橋の架橋と泉橋寺地蔵石仏の造立について―造立当初の姿を考える―」『史迹と美術』909　2020.11
仙海義之「資料紹介　連載（五）了　「十巻抄」一○巻（重要文化財）第九巻・第十巻」『阪急文化研究年報』９　2020.11
趙　玉萍「観音図中の白い鸚鵡について」 『文化史学』76　2020.11
歴史学研究会編「特集　文化財の危機と歴史学（Ⅰ）」 『歴史学研究』1002　2020.11
伊折俊夫「上伊那にある、奥三河石工が彫った石仏・石塔について（三）如来・祠・板碑型の石塔」『伊那路』767　2020.12
山下秀樹・内藤栄「當麻寺西塔発見の舎利容器について」 『国華』1502　2020.12
山吉頌平「丹表紙本『高田大明神縁起』の再検討」 『富山史壇』193　2020.12
松山充宏「戦勝の願いを込めた仏画―福王寺の刀八毘沙門天曼荼羅―」 『富山史壇』193　2020.12
川嶋美貴子「堺市博物館蔵「紀州藩参勤交代行列図巻」について―景観年代に関する一考察―」『和歌山地方史研究』80　2020.12
柏崎　諒「馬の博物館蔵「庭前調馬図」について―狩野了承の画業を中心に―」『馬の博物館研究紀要』22　2020.12
根本佐智子・古宮雅明「資料紹介　松平造酒助江戸在勤日記―慶応元年閏五月九日より同八月十一日―」
 『神奈川県立博物館研究報告―人文科学―』47　2020.12
日本古文書学会「小特集「古文書学の新展開」」 『古文書研究』90　2020.12
黒田龍二「八坂神社本殿の形成とその特質」 『月刊文化財』687　2021.1
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樋口明里「役者絵に描かれた諏訪法性の兜の形態」 『長野市立博物館紀要』20（人文系）　2019.3
有賀　茜「勝山家三代の肖像画について―勝山琢舟・琢道・琢如像―」 『朱雀』32　2020.3
西山剛・小出祐子「『四条真町文書』（京都文化博物館蔵）の特色―史料紹介を兼ねて―」『朱雀』32　2020.3
浅野秀剛「仙台祭絵の研究」 『仙台博物館調査研究報告』40　2020.3
寺澤慎吾「佐久間洞巌について」 『仙台博物館調査研究報告』40　2020.3
井形栄子「福岡市博物館蔵『筑前名所図会』の挿絵の筆者」 『年報大宰府学』14　2020.3
井形栄子・宮崎亮一「資料紹介　大宰府天満宮蔵　齋藤秋圃≪町並図絵馬≫」『年報大宰府学』14　2020.3
荒木臣紀「東京国立博物館所蔵「旧江戸城写真帖」の彩色材料について」 『東京国立博物館紀要』55　2020.3
齋藤慎一「「高橋」と「大橋」―中世から近世初頭における江戸城下の景観―」 『東京都江戸東京博物館紀要』10　2020.3
杉山哲司「徳川将軍家正室の下向と婚礼行列絵巻」 『東京都江戸東京博物館紀要』10　2020.3
田中裕二「見世物の規制と制度化をめぐる近代盛り場の変遷―公園・博覧会・勧工場―」 『東京都江戸東京博物館紀要』10　2020.3
中村 隆博・藤  井良昭・渡邊華「太巻添軸に関する一考察―九州国立博物館重要文化財（一部）「東大寺等関係文書」のうち手継証文の

保存修理より―」 『東風西声』15　2020.3
浅川泰宏「近世名所図会に描かれた露仏―修行大師像の痕跡を求めて―」 『徳島地域文化研究』18　2020.3
阿部昭良「美馬市美馬町の地神塔」 『徳島地域文化研究』18　2020.3
磯本宏紀「明治・大正・昭和初期の絵葉書に見る阿波の「名所」」 『徳島地域文化研究』18　2020.3
高橋晋一「『阿波名所図会』に見る近世後期の阿波名所の特色」 『徳島地域文化研究』18　2020.3
津田卓子「資料紹介　鶏鼠物語絵巻貼付屛風について」 『名古屋市博物館研究紀要』43　2020.3
西田尚史「史料紹介　直冬年号を持つ「助継塔」」 『七隈史学』22　2020.3
吉川　聡「資料紹介　三徳山三佛寺の近代行場絵図」 『奈文研論叢』１　2020.3
佐伯英里子「妙覚寺所蔵「仏涅槃図」小考」 『日蓮仏教研究』11　2020.3
木場貴俊「国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』をめぐって―いわゆる「化物尽くし絵巻」に関する一考察―」
 『日本研究』60　2020.3
大﨑聡子「禅林寺蔵「山越阿弥陀図」研究」 『美術史学』41　2020.3
佐伯英里子「本覚山妙光寺所蔵「仏涅槃図」小考」 『美術史学』41　2020.3
松井美樹「奈良・如意輪寺所蔵の蔵王権現立像厨子―扉絵の神像と賛詩に着目して―」『美術史学』41　2020.3
三浦敬任「佐竹本三十六歌仙絵「住吉大明神断簡」考―その図様と詞書について―」『美術史学』41　2020.3
深澤靖幸「板碑からみた私年号「福徳」の受容」 『府中市郷土の森博物館紀要』33　2020.3
木下　誠「資料紹介　新たに確認した松江城天守古写真―ガラス窓に改修された天狗の間―」『松江歴史館研究紀要』8　2020.3
須賀隆章「「極秘諸国城図」所収「下総佐倉図」について」 『松江歴史館研究紀要』8　2020.3
清水眞澄「鎌倉・円覚寺華厳塔について」 『三井美術文化史論集』13　2020.3
鹿間里奈「衆鱗図と衆鱗図手鑑」 『ミュージアム調査研究報告』（香川県）11　2020.3
長井博志「五疳の子供が描かれた薬広告―広告デザインと広報戦略―」 『ミュージアム調査研究報告』（香川県）11　2020.3
吉積久年「資料紹介　「吉敷郡小郡宰判新開作絵図」について」 『山口市文化財年報』13　2020.3
菊地勝広・飯島和歌子「横須賀製鉄所フランス人技術者ルイ・メラング家伝来資料目録」 『横須賀市博物館資料集』44　2020.3
斉藤研一「富士の巻狩の造り物」 『立正史学』127　2020.3
廣澤裕介「『三国志平話』上巻の文字テキスト―絵解きを語った人、記した人、出版した人―」『立命館文学』667　2020.3
濱田　宣「広島県重要文化財「絹本着色仏涅槃図」（持光寺蔵）について」 『広島県立歴史博物館研究紀要』22　2020.3
加藤繁生「鹿苑寺南苑に関する一仮説―尼﨑博正氏「鹿苑寺（金閣寺）南池跡の性格」を読んで―」『史迹と美術』903　2020.3
山上雅弘「岩屋城天守と大坂の陣」 『城郭研究室年報』29　2020.3
大澤研一「描かれた宝暦度朝鮮通信使川御座船とその運航について―館蔵「朝鮮人来朝一件」を通じて―」
 『大阪歴史博物館研究紀要』18　2020.3
橘川英規「日本戦後美術に関するアーカイブズの整理・活用のあり方―UCLA図書館所蔵ヨシダ・ヨシエ・ペーパーズを例に―」 
 『美術研究』430　2020.3
山本聡美「「妙法蓮華経変相図」（静嘉堂文庫蔵）にみる南宋時代寧波の信仰と社会」『美術研究』430　2020.3
米沢　玲「二幅の不動明王画像―禅林寺本と高貴寺本―」 『美術研究』430　2020.3
神谷　浩「旧紙屋鈴木家伝来屛風作品について」 『豊田市史研究』11　2020.3
上野晶子・守友隆「資料紹介　小笠原文書による七五三膳の復元」 『北九州市立自然史・歴史博物館研究報告（Ｂ類歴史）』17　2020.3
井形　進「薩摩川辺の水元神社の薩摩塔」 『九州歴史資料館研究論集』45　2020.03
余湖浩一「中世太田城の復元的考察」 『常陸中世史研究』　2020.3
渡辺いずみ「田中家伝来　ペリー来航関係下絵について」 『松代』33　2020. 3
呉　永三「研究ノート　三重県・朝田寺蔵朝鮮水陸画「甘露図」と仏・儒の喪祭」『MUSEUM』685　2020.4
次田吉治「研究ノート　沈南蘋筆「百喜図巻」考―その謎語的吉祥性を中心に―」『MUSEUM』685　2020.4
柚山俊夫「明治六年作成の高岸村絵図について」 『伊豫史談』397　2020.4
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活動抄録（2021年4月1日～6月30日）

4月1日　画像史料解析センター長に鴨川達夫が着任。

4月26日　2021年度第1回画像史料解析センター運営委
員会（オンライン開催）

4月30日　『画像史料解析センター通信』92号を発行（藤
原・三島）

5月10日　2021年度第２回画像史料解析センター（拡大）
運営委員会（オンライン開催）

5月14日　京都国立博物館文化財修理所にて、登録有形
文化財紙焼付写真アルバムの修理検討会出席（谷）【古
写真研究プロジェクト】

5月18日～20日　市立函館博物館 ･函館市中央図書館に
て、横山松三郎関係資料の調査（谷）【古写真研究プロ
ジェクト】

5月31日　慶應義塾大学三田メディアセンター所蔵「香
果遺珍」の東寺百合文書関係指図等の調査（榎原・高橋
敏子・土山祐之）【荘園絵図プロジェクト】

6月1日　日本写真協会賞 ･学芸賞の授賞式出席（谷）
【古写真研究プロジェクト】

6月14日　研究打ち合わせ（オンライン開催）【近世都
市図解析プロジェクト】

6月17日　東京文化財研究所にて、重要文化財ガラス乾
板の修理検討会出席（谷）【古写真研究プロジェクト】

5・6月　菊池海荘関係史料と菊池明石氏旧蔵菊池家史
料の整理（保谷）【古写真研究プロジェクト】

　本所協力の茨城県立歴史館企画展「中世佐竹氏の世界―千秋文庫所蔵文書から―」（4月29日～6月13日）が
開催されました。本展の中心となる千秋文庫所蔵「佐竹文書」を本所史料保存技術室にて修補しました。これ
まで折帖に貼り込まれていたため、同時に多くの文書を見ることができませんでしたが、この修補により、原
本の風合い取り戻して一通ずつ扱うことができるようになりました。文書原本に加えて、修理の様子も写真パ
ネル等にてご紹介いただきました。パンフレット「佐竹義宣と武将たち」（A4判カラー16頁）も頒布されてい
ます。今秋の秋田県立博物館特別展「佐竹氏遺宝展―守り継がれた大名家資料―」（9月18日～11月14日）にて
も、千秋文庫所蔵「佐竹文書」が出陳される予定です。いずれも科学研究費補助金・基盤研究（B）「地域連携
にもとづく秋田藩家蔵文書の史料学的研究」（研究代表者・金子拓）による成果です。

No. 93（2021.7）

東京大学史料編纂所附属　画像史料解析センター通信　第93号
2021年７月30日発行
編集　東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター（編集担当：藤原重雄・三島暁子）
発行　東京大学史料編纂所
〒113－0033　東京都文京区本郷7－3－1　電話：03－5841－8420 　E-mail:gazo@hi.u-tokyo.ac.jp
印刷　ヨシダ印刷株式会社
Ⓒ2021  Center for the Study of Visual Sources
　　　  Historiographical Institute, The University of Tokyo
　　　  ISSN  2435‒0265

1（32）

2021年6月1日
日本写真協会賞授賞式
（挨拶する谷昭佳技術専門職員）




